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法

政

研

.
究

…第
十
巻

第

一
號
「

一
σ

八

緒

言

,

一

英
米
法
研
究
の
第

一
歩

に
於
て
遭
遇
す
る
問
題
は
普
通
法
と
衡
平
法
と
の
対
立
で
あ
る
。
.昔
は
普
通
法
裁
判
所
と
衡
平
法
裁

判
所
と
が
対
立

し
て
ゐ
て
、
各
異
な
れ
る
訴
訟
手
續

を
持

つ
て
ゐ
忙
。
英
國
に
於
て
は

一
八
七
三
年
の
最
高
裁
判
所
法

(
S
u
p
r
e
m
e

C
o
u
r
t
 
o
f
 
J
u
d
i
c
a
t
u
r
e
 
A
c
t
,
 
1
8
7
3

)
に
よ
り
、
一
八
七
五
年

一
一
月

一
日
よ
り
こ
の
爾
裁
判
所
が
統

一
せ
ら
れ
訴
訟
手
續

も
統

一
せ

ら
れ
忙
。
こ
れ
英
國
法
制
史
に
於
て
特
筆
大
書

せ
ら
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、・
こ
の
革
新

は
大
西
洋
を
隔
て
九
米
國

ニ
ユ
ー

ヨ
ー
ク
州
で
は
四
半
世
紀
前

に
既
に
行
は
れ
て
ゐ
た
。
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
C
o
d
e
 
o
f
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
1
8
4
8

(同
年

七
月

一
日
よ
り
施
行
)

こ
れ
で
あ
る
。
以
後
之
に
從
ふ
州
多
く
、
現
在
で
は
約
四
分
の
三
の
州
が
こ
の
型
の
訴
訟
法
を
有
し
て
ゐ
る
。
こ
の
型
に
属
し
な
い

も
の
を
更
に
二
種

に
分

つ
こ
と
が
出
來
る
。

一
は
昔
の
ま

」
裁
判
所
も
訴
訟
手
續

も
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
他

は
裁
判
所
は

一
つ
だ

が
訴
訟
手
續

が
普
通
法
の
事
件
忙
る
と
衡
平
法
の
事
件
九
る
と
に
よ
つ
で
全
く
異
な
る
型
で
あ
る
。

米
國

に
は
各
州
の
裁
判
権
の
外
に
聯
邦
の
裁
判
権
あ
り
、

一
定
の
事
件

に
つ
き
裁
判
権
を
有
す
る
。
聯
邦
の
最
高

の
裁
判
所
は
ワ

シ
ン
ト

ン
に
あ
る
合
衆
國
最
高
裁
判
所

(
S
u
p
r
e
m
e
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s

)
で
あ
り
、
そ
の
下

に
十
桐
の
控
訴
巡
回
裁

判
所

(
c
i
r
c
u
i
t
 
c
o
u
r
t
 
o
f
 
a
p
p
e
a
l
s

)

が
あ
る
。
控
訴
巡
回
裁
判
所

は
各
地
に
あ
つ
て
、

一
つ
の
裁
判
所
が

三
つ
叉
は

そ

れ

以

上

の
州
を
管
轄
し
て
ゐ
る
。
控
訴
巡
回
裁
判
所
の
下
に
第

一
審
裁
判
所

と
し

て

地
方
裁
判
所

(
d
i
s
t
r
i
c
t
 
c
o
u
r
t

)
が
あ
る
コ

地
方
裁

判
所
は
各
州

に

一
乃
至
四
あ
り
、
合
計
八
十
四
あ
る
。
右
の
外
に
米
本
國
に
於
け
る
聯
邦
裁
判
所
と
し

て

ワ
シ
ン
ト
ン
即
ち
D
i
s



に
控
訴
裁
判
所
た
る

と
第

一
審

裁
判
所

た

る

と
が
あ
る
。
.

前

に
述

べ
九
如
く
多
く
の
州
に
於
て
訴
訟
手
續

が
統

一
せ
ら
れ
仁
の
に
反
し
、
聯
邦

に
於
て
は
昨
年
ま
で
、
裁
判
所
は

一
つ
で
あ

つ
江
が
普
通
法
事
件
と
衡
平
法
事
件
と
に
よ
つ
て
そ
の
訴
訟
手
續

を
全
く
異
に
し
て
ゐ
た
ー

1
即
ち
前
記
最
後

の
型
で
あ
る
。
そ
の

普
通
法
事
件
の
手
續

は

に
よ
り
出
來
る
だ
け
そ
の
裁
判
の
行
に
れ
る
州
の
同
様

の
事
件
に
つ
い
て
の
訴

訟
手
續

に
從
ひ
.
衡
平
法
薯
件
の
手
續

は

(
こ
れ
は
革
新
的
立
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前

は
古
典

的
衡
平
法
手
續

が
行
は
れ
て
ゐ
た

)
に
よ
つ
て
ゐ
た
。
虚
が
昨

一
九
三
八
年
合
衆
國
地
方
裁
判
所

民
事
訴
訟
規
則
が
公
布
實
施
せ
ち

れ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
普
通
法
事
件
の
手
續

と
衡
平
法
事
件
の
手
續

と
が
統

一
せ
ら
れ
、
訴
訟
手
續

全
盟
が
革
新

せ
ら
れ
t
。

一
九
ご
,一年
以
來

で
、
聯
邦
の
普
通
法
事
件
の
手
續
を
統
一
せ
ん
と
す
る
企
が
な
さ
れ
て
居
り
、
一
九
二
二

響
年
に
、
時
の
合
衆
國
最
高
裁
判
所
長
タ
フ
ト
氏
が
同
協
會
に
対
し
そ
の
提
案
せ
ん
と
す
る
新
訴
訟
法
に
於
て
は
、
普
通
法
手
續
と
衡
平
法
手
續
と
を

統

一
す
べ
き
で
あ
る
と
拗
告
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、

こ
の
企
は
成
功
せ
ず
、

一
九
三
三
年
に
こ
の
企
を
批
棄
レ
た
。

詳
し
く
は

9

二

一
九

三
八

年

の
合

衆

國

地
方

裁

判

所

民

事

訴

訟

規

則

は

一
九

三

四
年

の
左

の
聯

邦

法

に
そ

の
基

礎

を

有

し

て

ゐ

る
。

一
九

三
四
年

六
月

二
九
日
の
法
律

第

一
條

合
衆
國
最
高
裁
判
所
は
合
衆
國

の
地
方
裁
判
所
及
び

コ
ひ
ン
ビ
ャ
地
方

の
裁
判
所

の
爲

め
に
、

一
般
規
則

に
よ
つ
て
、

普
通
法
上
の
民

事
訴
訟

に
於
け
る
令
状

・
召
喚
状

・
訴
答

・
申
立

の
形

式
及
び
訴
訟
手
續

を
規
定
す

る
権
限
を
有
す
る
。

か

Σ
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規
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事
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實

盟
権
を
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馳、

法

政

班

究

第
十
巻

第

一
號

一
一
〇

縮
小
擁
大
叉
は
修
正
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
公
布
後
六
ケ
月
後
に
そ
の
効
力
を
有
し
、
そ
の
後
は
そ
れ
と
抵
鵤
す
る
線
て
の
法
は
最
早
そ
の
敷

力
を
有
し
な
い
o

.

-

・

第
二
條

同
裁
判
所
は
何
時
に
て
も
、
衡
平
法
事
件
と
普
通
法
事
件
と
の
雨
者
に
通
ず
る
民
事
訴
訟
手
續
の
単
一
の
形
式
を
得
る
爲
め
に
、
衡
平

法
事
件
の
た
め
に
規
定
t
た

一般
規
則
と
普
通
法
事
件
.に
於
け
る
一
般
規
則
と
を
統
一
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
但
し
か
ゝ
る
規
則
の
統
】
に
當
つ
て

は
、
普
通
法
に
於
て
存
し
憲
法
第
七
修
正
法
に
ま
つ
て
宣
言
せ
ら
れ
た
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
當
事
者
に
対
し
不
可
侵
的
に
保
存
す
る
こ
と
を
・

要
す
る
。
か
Σ
る
統
一
せ
れ
た
規
則
は
、
國
會
の
通
常
會
期
の
開
始
に
當
つ
て
司
法
長
官
に
よ
つ
て
國
會
に
報
告
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
し
、
そ
の
會

期
の
終
了
引
る
ま
で
妓
力
を
有
し
な
い
。

第

一
條

に
よ
つ
て
普
通
法
事
件
に
つ
い
て
の
訴
訟
規
則
を
作
る
権
限
を
合
衆
國
最
高
裁
判
所

に
付
與
し
、
第

二
條

に
よ
り
普
通
法

訴
訟
手
續

と
衡
平
法
訴
訟
手
續

と
を
統

一
す
る
権
限
を
同
裁
判
所

に
付
與
し
た
の
で
あ
る
。
第

一
條
に
引
用
せ
ら
れ
九
米
國
聯
邦
憲

法
第
七
修
正
法
は
、
訴
訟
価
額

二
十
弗
を
超
過
す
る
普
通
法
上
の
訴
訟

に
於
て
は
陪
審
裁
判
を
受
く
る
権
利
は
保
存
せ
ヨら
れ
る
こ
と

を
要
し
、
陪
審

に
よ
b
識
刑

せ
ら
れ
た
事
實
は
普
通
法
の
法
則
に
從

つ
て
に
非
ざ
れ
ば
合
衆
國

の
如
何
な
る
裁
判
所
に
よ
つ
て
も
再

審
査
せ
ら
れ
る
こ
と
な
き
旨
を
規
定
し
て
ゐ
る
。

右
聯
邦
法

に
基
き
最
高
裁
判
所
は
新
民
事
訴
訟
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
玉
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
先
づ

一
九
三
五
年
六
月
三
日
ミ

ツ
チ
エ
ル
以
下
十
四
名
の
諮
問
委
員

(
A
d
v
i
s
o
r
y
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e

)
を
任
命
し
、

統

一
民
事
訴
訟
規
則
作
成
の
準
備
を
爲
す
こ
と
を
.

委
囑
し
恥
。
同
委
員
會
は

一
九
三
六
年

五
月
豫
備
草
案
を
作
成
、

一
九
三
七
年
四
月
報
告
書
を
作
成
、

一
九
三
七
年

=

月
最
終

報

告
書
を
作
成
し
た
。
最
高
裁
判
所
は

一
九
三
七
年

=

一月
二
〇
日
之
を
承
認
し
、
同
日
付
を
以
つ
て
最
高
裁
判
所
長
よ
り
司
法
長
官



に
之
を
報
告
し
ー

そ
の
報
告
書
の
中
に
は
ブ
ラ
ン
ダ
イ

ス
判
事
は
こ
の
規
則
に
反
対
㌃

る
こ
と
を
報
告
す
べ
く
要
求
せ
ら
れ
江
と

書

い
て
あ
る
l
I
・
一
九
三
八
年

一
月
三
日
國
會
の
通
常
會
期
の
開
始
に
當
り
司
法
長
官
よ
り
雨
院
に
之
を
報
告

し
、
同
規
則
は

一
九

三
八
年
九
月

一
六
日
よ
り
数
力
を
有
す
る
に
至

つ
九
。

諮
問
委
員
魯
は
同
規
則
に
対
し
註
繹

(
N
o
t
e
s

)
を
公
表
し
て
ゐ
る
。
,
そ
の
序
言
中

に

「
本
註
繹
は
規
則
の

一
部
で
は
な
く
、
叉

最
高
裁
判
所
は
之
を
承
認
し
九
も
の
で
な
く
其
の
他
何
等
の
責
任
を
引
受
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
等
公
の
承
認
を
得
た
も

の
で
な
く
、
本
規
則
を
訴
訟
事
件
に
適
用
す
る
に
當

つ
て
は
裁
刺
所
に
対
し
何
等
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
で

な
い
」
と
言
明
し
て

ゐ
る
。
こ
の
註
繹
は
英
米
諸
法
と
の
比
較
に
重
き
を
置
い
て
ゐ
る
。
叉
そ
の
末
尾
に
は
本
規
則
に
關
す
る
重
な

る
文
献
を
記
載
し
て

ゐ
る
。

三
C
h
a
r
l
e
s
 
M
.
 
H
e
p
b
u
r
n

は
、

そ
の
著
T
h
e
 
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
C
o
d
e
 
P
l
e
a
d
i
n
g
 
i
n
 
A
m
e
r
i
c
a
 
a
n
d
 
E
n
g
l
a
n
d

(
1
8
9
7
)
に
於
て
、
c
o
d
e
 
s
t
a
t
e

と
は
c
o
d
e
 
p
l
e
a
d
i
n
g

を
有
す
る
州
の
こ
と
で
あ
り
、
c
o
d
e
 
p
l
e
a
d
i
n
g

と
は
、

(
一
)
英
國
普

通
法
手
續

よ
り
発
達

し
、
且

(
二
)

(
a
)
普
通
法
上
忙
る
と
衡
平
法
上
九
る
と
を
間
は
す
絡
て
の
實
睡
権
保
護

の
爲
め
単
一
な
司

亀

法
手
段
(
「
単
一
の
訴
訟
形
式
」
)、

(
b
)
訴
訟
原
因
の
重
要
事
實
を
而
し
て
重
要
事
實
の
み
を
明
瞭
簡
潔

に
陳
述
す
る
と
い
ふ
特
色

を
持
ち
、
し
か
も
種
類

の
制
限
せ
ら
れ
た
訴
答
、

(
c
)
孚
全
鵠
を
完
全

に
解
決
す
る
目
的
を
以
つ
て
す
る
薪
當
事
者
の
加
入
、
及

び
必
要
な
る
當
事
者
間
の
異
な
つ
た
訴
訟
原
因
の
併
合
、
並
び
に

(
d
)
人
数
の
多
い
少
な
い
に
拘
ら
す
総
て

の
當
事
者

の
、
及
が

そ
の
各
の
、
主
張
し
立
證

し
た
實
體

権
に
從

つ
た
救
濟

の
調
整
、
を
規
定
し
て
み
る
成
文
法
に
よ
る
訴
答
の
形
式
で
あ
る
、
と
云
つ

米
國
聯
邦
新
民
亭
訴
訟
法

一
一
一̀



法

.
政

研

究

第

十
巻

第

一
號

噌
ご

噛

て

ゐ

る
(
S
e
c
.
 
9
,
 
 
1
2

)
。

こ

れ

が

一
八

四

八

年

の

ニ

ユ
ー

ヨ
ー

ク
州

の
訴

訟

法

の
型

で

あ

り
、

英

米

訴

訟

法

の
革

漸

の

目
標

で
あ

る
。

新
合
衆
國
地
方
裁
判
所
民
事
訴
訟
規
則
も
亦
右
の
諸
貼
を
具
備
し
て
ゐ
み
の
で
あ
つ
て
ー

例

へ
ば
右
の

(
一
)

(
a
)
の

「
軍

一
の
訴
訟
形
式
」
の
こ
と
ば
第
二
條

に
明
言
し
て
ゐ
る
ー

從
つ
て
米
國
聯
邦
も
亦
c
o
d
e
 
s
y
s
t
e
m

で
あ

る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來

る
。四

合
衆
國
地
方
裁
判
所

民
事
訴
訟
規
則
を
紹
介
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
覧
あ
る
。
本
規
則
は
大
臆
に
於

て
英
國
の
民
事
訴
訟
法

(
最
高
裁
判
所
規
則
)

に
似

て
居
り
、
英
國
民
事
訴
訟
法
に
つ
い
て
は
本
誌
第
四
巻
第
二
號

(昭
和
九
年
三
月
)

に
記
述
し
九
こ
と

が
あ
る
。

本
規
則
は
十

一
章
八
十
六
條

よ
り
成
り
、
附
録
と
し
て
一,一十
七
の
書
式
が
つ
い
て
ゐ
る
。
各
章

の
表
題
は
目
次
に
記
載
の
通
り
で

あ
る
。
本
稿

に
於
て
は
第
何
條
と
記
す
が
、
原
文
は
R
u
l
e
 
xで
あ
る
。
第
何
則
と
課
す
る
の
も
耳
馴
れ
な
い
爲
め
第
何
條
と
誕
し

た
。
項
は
a
項
b
項
と
な
つ
て
ゐ
る
。

紹
介
の
方
法
は
抄
諜
し
て
行
く
こ
と
」
し
、
虎

々
説
明
を
加

へ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
を
六
號
活
字
で
組
む

こ
と
」
し
江
。



合
衆
國
地
方
裁
判
所
民
事
訴
訟
規
則

本
規
則
の
範
囲
-
単
一

の
訴
訟
形
式

第

一
條

本
規
則
の
範
囲

本
規
則
は
合
衆
國
の
地
方
裁
判
所
に
於
け
る
、
普
通
法
及
び
衡
平
法
に
於
て
認
め
ら
れ
る
民
事
的
性
質
の
総

て
の
訴
訟
の
手
續

を

支
配
す
る
。
本
規
則
は
訴
訟
の
正
當

・
迅
速
且
費
用
の
が

』
ら
ぬ
解
決
を
得
る
や
う
に
解
釈
す
る
こ
と
を
要
す

る
。

第
二
條
単
一

の
訴
訟
形
式

「
民
事
訴
訟
」

と
し
て
知
ら
れ
る
単
一

の
訴
訟
形
式
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

二

訴

訟

の
開

始

、
令

状

・
訴

答

・
申

立
及

び
命
令

の
迭
達

第

三
條

訴

訟

の

開

始

民
事
訴
訟
は
裁
判
所

に
訴
歌

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
開
始
す
る
。

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
一
・三

(R
ules of C

ivil Procedure for the D
istrict C

ourts  of the U
nited States)

(Scope of R
ules--O

ne Form
 of A

ction)

(civil action)

(C
om

m
encem

ent of A
ction; Service of Process, 

Pleadings, M
otions, and O

rders)

(com
plaint)



法
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●第
十
巷

第

一
號

一∴
・四

第

四
條
令
状

(
P
r
o
c
e
s
s

)

(
a
)
召
喚
状

(
s
u
m
m
o
n
s
)
、

磯

行

。

訴

歌

の
提

出

あ

り

九

る

と
.き

は
、

書

記

は
直

ち

に
召

喚

状

を

褒

行

し

》
送
達

機
關

に
之

を
引

渡

す

こ

と

を
要

す

る

。

(
b

)

同

、

形

式

。
召
喚
状

に

は
被

告

の
応
訴

し

(
a
p
p
e
a
r

)

防

禦

す

べ

き
期

間

を

記
載

し
、

然

ら

ざ

る

と
き

は

訴

歌

に
要
求

さ

れ

忙
救

濟

に

つ
き
欲

席

判

決

(
j
u
d
g
m
e
n
t
 
b
y
 
d
e
f
a
u
l
t

)

が

爲

さ
れ

る

・
」
と

を

被

告

に
告

知

す

る

.」
と
を

要

す

る
。

(
c
)
送
達

…機
關

。
総

て

の
令
状

は
合

衆

國

執
達

吏

(
m
a
r
s
h
a
l

)
、

そ

の
代

理
者

、

叉

は
送
達

の
爲

め

に
特

に
裁

判

所

よ

り

任

命

せ

ら

れ

忙
者

が

之

を
送
達

す

る
。

(
d

)
召
喚
状

、

本

人
送
達

。

(
e
)

同

、
他

の
送
達

。

(
f

)

有

敷

な
送
達

の

土
地

的

限

界

。

`

(
9
)
,
報

告

。

(
h

)

修

正
。

第

五

條

訴

答

共

の
地

の
書

類

の
送
達

及
び

提

出

(
a
)
送
達

、

必

要

な

と

き
。

(
b

)

同

、

方

法

。

(
c
)
被

告

の
複

数

。

(
d

)

提

出

。

(
e
)

裁

判

所

へ
の
提

出

の
定

義

。第

六
條

期

-
間

(
a
)
計
算
。

(
b
)
伸
長
。

(
c
)
開
廷
期
の
終
了

に
よ
つ
て
は
無
影
響
。

(
d
)
申
立
の
爲

め
1

宣
誓
陳
述
書

(
a
f
f
i
d
a
v
i
t

)

。

(
e
)
郵

便
送
達

後

の
附

加

期
間

。



三

訴

答

及

申

立

(
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
a
n
d
 
 
M
o
t
i
o
n
s

)

訴
答
と
は
當
事
者
の
事
實
の
主
張
で
あ
つ
て
こ
れ
に
よ
つ
て
磐
鮎
を
決
定
す
る
。
從
つ
て
我
が
準
備
書
面
と
は
意
義
を
異
に
す
る
。
ず
つ
と
昔
は

ロ
頭
で
爲
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
第
十
六
世
紀
の
末
ま
で
に
は
杢
部
書
面
で
爲
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
古
く
は
訴
答
に
つ
い
て
嚴
格
な
諸
種
の
法
則
が
'

あ
つ
た
。
之
を
軍
純
化
す
る
の
が
訴
訟
法
改
正
の
一
つ
の
目
標
で
あ
つ
た
。
聯
邦
法
は
お
く
れ
ば
せ
な
が
ら
、
今
回
の
改
正
に
よ
つ
て
一
般
の
水
準

に
担
ひ
つ
い
た
の
で
あ
る
。

第
七
條

許
さ
れ
忙
訴
答
、
中
立
の
形
式

(
a
)
訴
答
。
訴
答
と
し
て
は
、
訴
歌

(
c
o
m
p
l
a
i
n
t

)
及
び
答
鼎

(
a
n
s
w
e
r

)
、
答
溜

に
反
対
請
求

(
c
o
u
n
t
e
r
c
l
a
i
m

)

を
含
ん
で

ゐ
る
場
合

に
は
回
答
r
e
p
l
y)、
答
溜
に
横
斜
請
求

(
c
r
o
s
s
c
l
a
i
m

)

を
含
ん
で
ゐ
る
場
合
に
は
横
斜
請
求
に
対
す

る
答
鼎
、

第
三

者
當
事
者
訴
訟

(
t
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
 
p
r
a
c
t
i
c
e

)

が
許
さ
れ
忙
場
合
に
は
第

三
當
事
者
訴
状
及
び
第
三
當
事
者
答
辯

が
存
在
す
る
の
み
で

あ
る
。
他

の
如
何
な
る
訴
答
も
許
さ
れ
な
い
。
但
し
裁
判
所
は
第
三
當
事
者
答
辯

に
回
答
を
命
ず
る
こ
と
が
出
來
る
。

(b
)
申
立

(
m
o
t
i
o
n

)
其

の
他
の
書
類
。
裁
判
所
に
対
す

る
命
令
下
付
の
申
請

は
申
立
に
よ
つ
て
之
を
爲
し
、
中
立
は
審
問
叉

は
公
判
中

に
爲
す
以
外
は
書
面
に
よ
る
こ
と
を
要
し
、
求
む
る
救
濟
叉
ば
命
令
及
び
そ
れ
ら
の
詳
細
な
理
由
を
記
載
す
る
こ
と
を
要

す
る
。
術
訴
答
の
形
式
は
申
立
書
共
の
他
の
書
類

に
も
適
用
が
あ
る
。

(
c
)
d
e
m
u
r
r
e
r
s
,
 
p
l
e
a
s

等
は
康
止
。

訴
答
の
種
類
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
反
対
請
求
、
横
斜
請
求
に
つ
い
て
は
第
十
三
條
、
第
三
當
事
者
訴
訟
に
つ
い
て
は
第
十
四
條
参
照
。

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法
'

一
}
五
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第
+
巻

第

一
號

二

六

第
八
條

訴
答
の

　
般
法
則

(
a
)
救
濟
の
請
求
。
救
濟
の
請
求

を
含
む
訴
答
に
は
、
裁
判
権
の
原
因
の
簡
単
明
瞭
な
陳
述
、
請
求
の
簡
単

明
瞭
な
陳
述
、
自

己
が
受
け
る
権
あ
り
と
思
ふ
救
濟
に
対
す

る
判
決
の
要
求
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
救
濟
は
交
替
的
に
、
叉
は
諸
種
の
異
な
れ

る
型
の
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

(
b
)
防
禦
方
法
、
否
定
の
形
式
。
當
事
者
は
相
手
方
の
各
請
求

に
醤
し
自
己
の
防
禦
方
法
を
簡
単

明
瞭

に
述

べ
、
且
相
方
手
の

主
張
を
認
む
る
か
否
定
す
る
か
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
不
知
を
以
つ
て
答

へ
る
こ
と
も
出
來
、
そ
れ
は
否
定
の
効
果

を
有
す
る
。
主

張

の

一
部
叉
は
條
件
の
み
を
善
意
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
眞
實
と
す
る
黙
と
否
定
す
る
瓢
と
を
明
確

に
す
る
こ
と
を
要

す
る
。(

c
)
積
極
的
防
禦
方
法
。
抗
辯

を
提
出
す
る
こ
と
が
出
來

る
。

(d
)
否
定
せ
ざ
る
場
合
の
効
果

。
答
辯

的
訴
答
の
要
求
せ
ら
れ
仁
訴
答
中
の
主
張
を
、
答
溜
的
訴
答
に
於
て
否
定
し
な
い
場
合

に
は
之
を
認
め
忙
も
の
で
あ
る
。
但
し
損
害
賠
償
額
の
主
張
に
つ
い
て
は
こ
の
限
で
な
い
。
答
溜
的
訴
答
の
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い

訴
答
中

の
主
張
は
否
定
せ
ら
れ
た
も
の
ε
看
倣
さ
れ
る
。

(
e
)
訴
答
は
簡
潔
且
直
接
的
た
る
べ
し
、
首
尾

一
貫

(
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y

)。

訴
答
の
各
主
張
憾
軍
純
簡
潔
且
直
接
的
な
る
こ
と
を

要
す
る
。
訴
答
叉
は
申
立
の
専
門
的
形
式
は
全
然
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
當
事
者
は
二
以
上
0
主
張
を
交
替
的
に
叉
は
假
定
的
に

主
張
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
當
事
者
は
叉
多
く
の
異
な
れ
る
請
求
叉
は
防
禦
方
法
を
、
首
尾

一
貫
た
る
こ
と
を
考
慮
せ
す

に
、
且
普



通
法
上
の
も
の
た
る
と
衡
平
法
上
の
も
の
九
る
と
を
問
は
す
、
主
張
す
る
こ
と
が
出
旅
る
。

(
f
)
訴
答
の
解
釈

。
総
て
の
訴
答
は
實
質
的
正
義
を
行
ふ
や
う
に
解
釈
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
九
條

特
別
な
事
項
の
訴
答

(
a
)
能
力
。

(b
)
詐
欺

・
錯
誤

・
心
裡
状
態

。

(
c
)
停
止
條
件
q

(d
)
公
の
文
書
叉
は
行
爲
。

(
e
)
判

決
。

(f
)
時
及
び
虚
。

(
9
)
特
別
損
害
。

第
十
條

訴

答

の

形

式

(
a
)
頭
書

(
c
a
p
t
i
o
n

)
、
當
事
者
名
。

(b
)
項
目

(
p
a
r
a
g
r
a
p
h

)、
別

々
の
陳
述
。
練

て
の
請
求
及
び
防
禦
方
法
の
主
張
は
番
號
を
付
し
忙
項
目
書
と
す
る
こ
と
を
要

す
る
。

(
c
)
引
用
に
よ
る
採
用
、
引
用
文
書

(
e
x
h
i
b
i
t

)。

第
十

一
條

訴

答

の

署

名

訴
答

に
は
、
訴
訟
代
理
人
た
る
辯
護
士

(
a
t
t
o
r
n
e
y

)
あ
る
と
き
は
そ
の
辯
護
士

、

こ
れ
な
き
と
き
は
當
事

者
本
人
署
名
す
る
ご

と
を
要
す
る
。
辯
護
士

が
訴
答

に
署
名
し
た
場
合

に
は
、
其
の
辯
護
士

が
そ
の
訴
答
を
讃

ん
だ
こ
と
、
之
を
支
持
す
る
に
充
分
な
理

由
あ
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
こ
と
、
及
び
訴
訟
を
遅
滞
な
ら
し
め
る
爲
め
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
證
明

す
る
も

の
で
あ
る
。
辯
護
士

が
故
意
に
本
件
に
違
反
し
た
場
合

に
は
懲
戒

に
付
せ
ら
れ
る
。

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
一
七
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第
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號

一
繭
八

こ
の
辯
護
士

に
対
す

る
規
定
は
我
が
國

に
於
て
も
考
慮
す
べ
匙
鮎
で
あ
る
。
こ
の
規

定
に
よ
り
鱈

の
訴
答

の
敷
が
非
常

に
涙
ず

る
。

第
十
二
條

防
禦
方
法
及
び
異
議
-

何
時
如
侮
に
提
出
す
る
か
1

訴
答
叉
は
申
立
に
よ
つ
て
1

訴
答

に
基
く
判
決
の
申
立

(
a
)
提
出
の
時
期
。
訴
答
は
そ
れ
に
先
ん
す
る
相
手
方

の
訴
答
の
途
達
後
二
十
日
以
内
に
提
出
す
る
を
原
則
と
す
る
。

(b
)
提
出
の
方
法
。
法
律
上
事
實
上
0
防
禦
方
法
は
答
辯
的
訴
答
中

に
於
て
主
脹
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
但
し
左
の
諸
事
項
は

中
立
に
よ
つ
て
主
張
す
る
こ
と
も
出
來
る
。
④
事
物

に
対
す
る
裁
判
権
の
欠
駅
、
②
人

に
対
す
る
裁
判
権
の
欠
訣
、
③
管
轄
違
、
④
日

起
訴
令
状

の
不
充
分
、
⑤
起
訴
令
状
送
達

の
不
充
分
、
⑥
救
濟
の
基
山礎
北
る
義遡
求
の
不
陳
述
』

(
c
)
訴
答
に
基
く
判
決
の
申
立
。
訴
答
絡
結
後
公
判
を
遅
滞
せ
し
め
な
い
時
期
に
當
事
者
は
訴
答
に
基

く
判
決

の
申
立
を
爲
す

こ
と
が
出
來
る
。

(d
)
豫
備
的
審
問
。
b
項
UD
乃
至
⑧
及
び

c
項
記
載
の
事
項
は
、
裁
判
所
別
段
の
指
示
を
爲
さ
璽
る
限
り
、
公
判
前
に
審
問
裁

判
せ
ら
れ
る
。

(
e
)
よ
り
明
確
な
陳
述
叉
は
細
目
書
要
求
の
申
立
。

(
f
)
抹
消

の
中
立
。

ハ
9
)
申
立
の
併
合

。

(h
)
防
禦
方
法
の
勉
棄
。
以
上
に
規
定
し
江
申
立
の
方
法

に
依
る
か
叉
は
答
溜
書
回
答
書

に
於
て
提
出

し
江
以
外
の
、
総
て
の

防
禦
方
法
及
び
異
議
は
抱
棄
し
た
も
の
で
る
。

第
十
三
條
反
対
請
求

(
c
o
u
n
t
e
r
c
l
a
i
m

)
及
び
横
斜
請
求

(
c
r
o
s
s
-
c
l
a
i
m

)



(
a
)
強
制
的
反
対

請
求
。
相
手
方
の
請
求
の
目
的
た
る
取
引
叉
は
事
件
よ
り
発
生

す
る
相
手
方
に
対
す

る
請
求
は
、
反
対
請
求

と
し
て
之
を
訴
答
中

に
陳
述
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
,

(b
)
許
可
的
反
対
請
求
。
そ
の
他
の
相
手
方
に
対
す
る
請
求
も
反
対

請
求
と
し
て
訴
答
中

に
陳
述
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

(
c
)
相
手
方
の
請
求
を
超
過
す
る
反
対
請
求
。

(d
)
合
衆
國

に
樹
す
る
反
対
請
求

。

.

(
e
)
訴
答
後

に
履
行
期
到
來
し
た

叉
は
取
得
し
忙
反
対

藷
求
。

(
f
)
省
略
せ
ち
れ
に
反
対
請
求
。

(
9
)
共
同
當
事
者
に
対
す

る
横
斜
請
求
。
訴
叉
は
反
対
請
求
め
目
的
九
る
取
引
叉
は
事
件
よ
り
爽
生
し
た
共
同
訴
訟
人
に
対
す

る
藷
求
は
、
横
斜
請
求
と
し
て
訴
答
中

に
陳
述
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

(h
)
追
加
當
事
者
の
加
入
。
原
訴
訟
の
當
事
者
以
外
の
者
の
存
在
が
、
反
対
請
求

叉
は
横
斜
請
求
の
解
決
に
當
り
完
全
な
る
救

濟
夕
與

へ
る
に
必
要
な
と
き
は
、
裁
判
所
は
そ
れ
ら
の
者
に
被
告
と
し
て
訴
訟
に
加
入
す
べ
き
こ
と
を
命
す

る
こ
と
を
要
す
る
。

(
i
)
分
離
公
判
、
分
離
判
決
。

第
十
四
條

第
三
當
事
者
訴
訟

(
T
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
 
P
r
a
c
t
i
c
e

)

(
a
)
被
告
が
第

三
當
事
者
を
加
入
せ
し
め
得
る
場
合
。
被
告
は
第
三
當
事
者
原
告
と
し
て
、
そ
の
訴
訟

の
當
事
者
以
外
の
者
に

し
て
、
そ
の
訴
訟
の
請
求
の
全
部
又
は

一
部
に
つ
き
被
告
叉
は
原
告
に
樹
し
責
任
を
負
ひ
叉
は
負
ふ
に
至
り
得
る
者
に
、
召
喚
状
及

び
訴
状
を
送
達

す
る
許
可
を
裁
判
所

へ
申
立
て
る
こ
と
が
出
來
る
。
申
立
が
許
可
せ
ら
れ
召
喚
状

及
び
訴
歌
が
途
達
せ
ら
れ
駕
と
き

は
、
そ
の
者
を
第
三
當
事
者
被
告
と
稻
し
、
そ
の
者
は
被
告
と
し
て

の
行
動
を
採
る
こ
と
を
要
す
る
。
第
三
當
事
者
被
告
は
、
原
告

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法
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法

、
政

研
`

究

第
十
巷

第

一
號

一
二
〇

叉
は
第
三
當
事
者
原
告
に
対
す

る
自

己
の
責
任
の
判
決
の
み
な
ら
ず
、
原
告
に
樹
す
る
第
三
當
事
者
原
告
の
責
任
の
判
決
に
も
拘
束

せ
ら
れ
る
。
第

三
當
事
者
被
告
は
本
條
に
基
き
更
に
他
の
者
を
訴
訟
に
加
入
せ
し
め
得
る
。

(
b
)
原
告
が
第
三
當
事
者
を
加
入
せ
し
励
得
る
場
合
。
反
対

請
求
が
爲
さ
れ
九
ε
き
は
、
原
告
も
右
と
同
様
に
第
三
者
を
訴
訟

に
加
入
せ
し
め
得
る
。

後
述
箏
二
十
四
條
と
共
に
訴
訟
参
加
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
。

第
十
五
條

修
正
さ
れ
九
訴
答
及
び
補
充
訴
答

(
a
)
修

正
。

(
b
)
證
據

に

一
致
せ
し
め
る
爲
め
の
修
正
。
訴
答
に
よ
つ
て
は
確
定
せ
ら
れ
な
か
つ
九
孚
瓢
が
、
爾
當
事
者

の
明
示
叉
は
黙
示

の
同
意
に
よ
つ
て
裁
判
せ
ら
れ
九
場
合

に
は
、
そ
の
争
鮎
は
総
て
の
鮎
に
於
て
訴
答
に
於
て
確
定
せ
ら
れ
江
も
の
で
あ
る
か
の
如
く

に
取
扱
は
れ
る
。
證
據

に

一
致
せ
し
め
且
そ
の
争
点
を
確
定
す
る
爲
め
に
必
要
な
訴
答
の
修
正
は
、
何
時

に
て
も
當
事
者

分
申
立
に

よ
つ
て
爲
さ
れ
る
。
し
か
し
修
正
せ
す
と
も
そ
の
孚
黙
に
つ
い
て
の
公
判
の
結
果
に
は
影
響
を
與

へ
な
い
。

大
判
昭
和
八
年
四
月
一
八
日
民
集
一
二
釜
七
一
四
頁
は

「
ロ
頭
辮
論
二
現
レ
タ
ル
謹
振

二
依
リ
テ
認
定
ス
ル
ヲ
得
ル
事
實

ハ
是
亦
間
接
二
其
ノ
主

張
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
本
項
の
規
定
は
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

(
c
)
修
正
の
遡
及
敏
。

(
d
)
補
充
的
訴
答
。

第
十
六
條

公
判
前
の
手
續
、
孚
黙
の
整
理



裁
判
所
は
そ
の
裁
量
に
よ
り
爾
當
事
者
の
辯
護
士

に
、
争
点

の
単
純
化

・
自
白
の
取
得
其
の
他
訴
訟
虚
理

に
必
要
な
事
項
に
つ
き

考
慮
す
る
爲

め
に
會
議
に
出
頭
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
得
る
。

四

當

事

者

(
P
a
r
t
i
e
s

)

第
十
七
條

原
告
及
び
被
告
、
能
力

(
a
)
利
益

を
有
す
る
眞
の
當
事
者
。

(b
)
訴

へ
叉
は
訴

へ
ら
れ
る
能
力
。

(
c
)
未
成
年
者
叉
は
不
完
全
者
。

第
十
八
條
請
求

及
び
救
濟
方
法
の
併
合

(
a
)
請
求

の
併
合
。

(b
)
救
濟
方
法
の
併
合
。

第
十
九
條

當
事
者

の
必
要
的
併
合

(
a
)
必
要
的
併
合
。
総
有
的
利
益

を
有
す
る
者
は
原
告
叉
は
被
告
と
し
て
同

一
側
に
併
合
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
原
告
と

し
て
併
合
す
る
こ
嘘
を
拒
絶
し
忙
者
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
被
告
、
叉
は
適
當
な
場
合

に
は
不
本
意
原
告

(
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
p
l
a
i
n

菖
ゆ
)
と
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。

段
後
の
場
合
は
我
が
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
つ
い
て
も
生
じ
得
る
事
柄
で
あ
つ
て
、
立
法
乃
至
解
釈
の
参
考
、と
な
る
。
不
本
意
原
告
の
制
度
は

特
許
事
件
に
於
て
獲
達
し
た
所
で
あ
る
。
詳
し
く
は
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
 
W
i
r
e
l
e
s
s
 
T
e
l
e
g
r
a
p
h
 
C
o
.
 
v
.
 
R
a
d
i
o
 
C
o
r
p
.
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
,
 
2
6
9
 
U
.

S
.
 
4
5
9
 
(
1
9
2
6
)

)
参
照
。

(b
)
不
併
合
の
効
果

。
そ
の
者

の
當
事
者
と
な
る
こ
と
が
不
可
鋏
で
は
な
い
が
、
既
に
當
事
者
と
な
つ
て
ゐ
る
者
の
間
に
完
全

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
二
一



法

政

.
観

究

第
十
巻

第

一
號

.一
鵡
島

な
救
濟
を
與

へ
る
爲
め
に
は
當
事
者
と
な
す
べ
き
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
が
當
事
者
と
な
つ
て
ゐ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所

は
多
の

者
を
訴
訟

に
召
喚
す
べ
き
こ
と
を
命
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

(
c
.)
同
、
併
合
し
な
か
つ
t
者
の
名
及
び
不
併
合

の
理
由
は
之
を
訴
答
に
記
載
す
べ
し
。
右
の
如
き
者

の
名
が
知
れ
て
ゐ
る
場

合
に
は
訴
答
に
そ
の
名
を
記
載
し
、
且
併
合
し
な
い
理
由
を
も
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
二
十
條

當
事
者
の
許
可
的
併
合

・

(
a
)
許
可
的
併
合
。
数
人

の
者
が
同

一
の
取
引
又
は
事
件
に
關
す
る
若
は
よ
り
生
じ
る
総
有
的

・
各
別
的
若
は
交
替
的
な
権
利

を
主
張
し
叉
は
主
張
せ
ら
れ
、
且
そ
の
総

て
の
者
に
共
通
な
法
律
上
叉
は
事
實
上
の
問
題
が
そ
の
訴
訟
に
於
て
生
す
る
で
あ
ら
う
な

ら
ば
、
そ
れ
ら
の
者
は

一
つ
の
訴
訟
に
於
て
共
同
原
告
叉
は
共
同
被
告
と
な
り
叉
は
な
す
こ
と
が
出
來

る
。

(b
)
分
離
公
判
。

第
二
十

一
條

當
事
者
の
併
合
誤
り
及
び
不
併
合

併
合
誤
り
は
訴
却
下
の
理
由
と
な
ら
な
い
。
訴
訟
の
如
何
な
る
程
度
に
あ
る
を
間
は
す
、
申
立
叉
は
職
権

に
よ
る
裁
判
所
の
命
令

に
よ
り
そ
の
命
す
る
正
當
な
る
條
件
の
下
に
、
當
事
者
は
訴
訟

よ
り
脆
退
し
叉
は
訴
訟
に
加
入
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

第
二
十
二
條

権
利
者
確
定
要
求

(
I
n
t
e
r
p
l
e
a
d
e
r

)

原
告
に
対
し
請
求
を
有
す
る
者
が
数
人
あ
り
、
そ
の
請
求
が
原
告
を
し
て
重
複

の
責
任
に
さ
ら
し
叉
は
さ
ら
し
得

る
場
合
に
は
、

か
曳
る
数
人
を
共
同
被
告
と
し
て
訴
訟
に
併
合
し
且
何
れ
が
権
利
者
た
る
か
を
確
定
す

(
i
n
t
e
r
p
l
e
a
d

)

べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ



と
が
出
來
る
。
そ
の
敏
人
の
請
求
叉
は
請
求

の
権
原
が
共
同
の
原
因
を
有
せ
す
叉
は
同

一
で
な
く
て
、
却

つ
て
相
互
に
相
反
し
狽
立

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、
叉
は
原
告
が
請
求

者
の

一
部
又
は
全
部
に
対
し
全
然
叉
は

一
部
分
責
任
を
負
は
な
い
と
主
張
し
九
と
い
ふ

こ
と
は
、
右
併
合

に
対
す

る
異
議
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
同
様
の
責
任
に
さ
ら
さ
れ
九
被
告
は
横
斜
請
求

叉
は
反
対
請
求

の
方
法

に
よ
つ
て
、
か
ゝ
る

権
利
者
確
定
要
求

(
i
n
t
e
r
p
l
e
a
d
e
r

)
を
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。

i
n
t
e
r
p
l
e
a
d
e
r

を
通
常
の
辮
書
に
は
主
参
加
訴
訟
と
課
し
て
ゐ
る
が
、
我
が
舊
法
の
主
参
加
と
は
異
な
る
制
度
で
あ
る
。

第
二
十
三
條
團
體

訴

訟

(
(
C
l
a
s
s
 
A
c
t
i
o
n
s

)

(
a
)
代
表
。

一
つ
の
団
体
c
l
a
s
s
を
構
成
し
て
ゐ
る
者
が
多
く
て
総
て
の
者
が
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
實
際
的
で
な
い

場
合
に
は
、
全
部
を
公
旺
に
適
當

に
代
表
す
る
に
足

る
そ
の
中
の

一
人
叉
は
数
人
が
、
総
て
の
者
の
爲
め
に
訴

へ
叉
は
訴

へ
ら
れ
得

る
。
但
し
そ
の
権
利
の
性
質
が
総
有
的
共
有
的
若
は
二
次
的
な
る
と
き
、
叉
は
各
別
的
で
あ
る
が
訴
が
特
定
財
産
忙
關
す
る
か
若
は

相
互
の
間
に
共
通
の
法
律
上
若
は
事
實
上
の
問
題
が
存
し
共
同
の
救
濟
が
求
め
ら
れ
忙
場
合
に
限
る
。

(b
)
株
主
の
二
次
的
訴
訟
。

、

昏

(
c
)
取
下
叉
は
和
解
。
団
体

訴
訟
は
裁
判
所
の
認
可
な
き
限
り
取
下
叉
は
和
解
す

る
こ
と
が
出
來
な
い
。

我
が
民
事
訴
訟
法
第
四
十
七
條
の
選
定
當
事
者
に
つ
い
て
も
考
慮
す
べ
き
規
定
で
あ
る
。

第
二
十
四
條

訴

訟

参

加

(
I
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n

)

(
a
)
権
利
と
し
て
の
訴
訟
参
加
。
適
當
な
る
時
期
に
於
け
る
申
立
あ
る
と
き
は
、
左

の
各
場
合
に
は
訴
訟
参
加
は
當
然
に
許
さ

■

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
二
三



,

れ
る
。
④
合
衆
國
の
成
文
法
が
無
條
件
に
参
加
の
権
を
與

へ
忙
と
き
、
②
現
在
の
當
事
者
に
よ
る
申
立
人
の
利
益

の
代
表
が
不
充
分

で
あ
り
叉
は
あ
り
得
、
且
申
立
人
が
そ
の
訴
訟
の
判
決
に
よ
り
拘
束
せ
ら
れ
叉
は
せ
ら
れ
得
る
ざ
き
、
叉
は
③
裁
判
所
若
は
そ
の
役

人
が
不
利
益

を
蒙
る
と
き
。

(
b
)
許
可
的
訴
訟
参
加
。
適
當
な
る
時
期
に
於
け
る
申
立
あ
る
と
き
は
、
左
の
各
場
合

に
は
訴
訟
参
加
が
許
さ
れ
得
る
。
①
合

衆
國
の
成
文
法
が
條
件
付
参
加
の
権
を
與

へ
忙
と
き
、
②
中
立
人
の
請
求
叉
は
防
禦
方
法
及
び
原
訴
訟
が
共
通
の
法
律
上
及
び
事
實

上
の
問
題
を
有
し
て
ゐ
る
と
き
。

(
c
)
手
續

。
参
加
せ
ん
さ
す
る
者
は
参
加
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
総
て
の
當
事
者
に
理
由
を
付
し
た
参

加
申
立
書
及
び
訴
答
を

途
達
す
る
こ
と

を
要
す
る
。
公
衆
の
利
益

に
影
響
あ
る
國
會
の
成
文
法
の
違
憲
性
が
、
合
衆
國
叉
は
そ
の
役
人
が
當
事
者
で
な
い
訴

訟

じ
於
て
問
題
と
な
つ
九
ご
き
は
、
裁
判
所
は
之
を
司
法
長
官
に
告
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

こ
の
訴
訟
参
加
は
當
事
者
参
加
で
あ
つ
て
補
助
参
加
で
は
な
い
9

第
二
十
五
條

當

事

者

の

交

替

(
a
)
死
亡
。
當
事
者
死
亡
し
九
る
と
き
は
裁
判
所
は
そ
の
後
二
年
以
内
に
中
立
に
よ
り
適
當
な
る
當
事
者

に
交
替
を
命
じ
る
こ

ε
が
出
來
る
。
・

(b
)
不
完
全
者
。

(
c
)
利
益

の
移
転
。
利
益

を
移
転

し
九
る
ε
き
は
、
裁
判
所
が
申
立
に
よ
り
そ
の
利
益

の
移
蒋
を
受
け
江
る
者
に
原
當
事
者
ざ

・

法

政

研

究
、

第

十
巻

第

一
號

一、
二
四



交

替

す

る
こ

と

叉

は

原
當

事

者

と
共

同

當

事

者

と

な

る

べ
き

こ

と

を
命

じ

な

い
限

り

、
原

當

事

者

に

よ

つ
て

叉

は
対
し

て
訴

訟

を

構

績

す

惹
こ

と
が

出
來

る
。

(
d

)

官

吏

、

死

亡

叉

は
退

職

。

五

宣

誓

供

述

書

及

び
発

見

(
D
e
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
 
D
i
s
c
o
v
e
r
y

)

発
見

(
d
i
s
c
o
v
e
r
y

)
の
制
度

は
我
が
國

に
は
な

い
。

公
判
前

に
相
手
方

よ
η
事
實

又
は
文
書

に
つ

い
て
の
相
手
方

の
知
識

の
報
告
を
受
け
叉
は
文

書

の
提

出
閲
覧
を
求

め
る
制
度
で
あ
る
。
発
見

に
は
事
實

の
発
見

と
文
書

の
発
見

と
あ
り
、
文

書

の
登
見
は
更

に
戴
、義

の
文
書

の
発
見

(
相
手
方

に

対
し

訴
訟
事
件

に
関
係

あ
る
如
何
な
る
文
書

を
持

つ
て

ゐ
る
か
を
問

ふ
)

と
文
書

の
閲
覧

と
に
分
れ
る
。

米
國
聯
邦

の
新
法
は
宣
誓
供
述
書

(
d
e

p
o
s
i
t
i
o
n

)

の
制
度

(
詮
人
と
し
て
出
廷
し
難

き
事
情

あ
る
者
を
豫

め
公
判
廷
外

で
訊
問
し
、

そ

の
官
誓
供
抗
書
を
取
り
之
を
公
判
莚
で
謹
人

の
謹

言
代
用
と
し
て
利

用
す
る
制
度
)

と
、
発
見

の
制
度

(
詳

し
く
云

へ
ば
事
實

の
発
見

と
種
義
の
文
書

の
発
見
)

と
を
結
合

せ
し

め
、

相
手
方
の
み
な

ら
ず
第
三
者

よ
り
も
自
由
に
宣
誓
供
流
書
を
取
得
す

る
こ
と
を
許
し
、
以

つ
て
鰻
見

の
目
的
を
達
せ
し
め
、

公
判
莚
に
於

て
そ
の
宣
誓
供
述
書
を
詮

擦

と
し

て
利
用
す

る
に
は

一
定

の
事
情

あ
る
場
合
に
限
る
こ
と
と
し
た
。

最
も
自
由

に
発
見
を
許
す
制
度
で
あ
る
。
米
國
聯
邦
法
は
右

の
外

に
更

に

英
國
と
伺
様

の
質
問
書
答
辯

書

の
方
法

に
よ
る
発
見

の
制
度

を
も
認
め
て
ゐ
る

(
第
三
十

三
條
)
。

爽

見
の
制
度
を
探
用
す

る
こ
と
に
よ
つ

て
、
公
判
前
に
母
黙
を
縮
少

し
、

自
己
の
爲

め
に
詮
操
資
料
を
取
得
し
、
叉
場
合

に
ょ
り
て
は
相
手
方

の

.

誕
操
資
料
を
知

り
得

て
、
或
は
相
互
に
訴
訟

の
見
通
し
を

つ
け
て
和
解

を
爲

し
、
然

ら
ず

と
す
る
も
充
分

に
公
判
の
準
備
を
爲

し
、

無
用

の
努

力
と

費
用

と
を
省

い
て
、
公
判
を
簡
単

に
濟
ま
し
得

る
。

第

二

十

六
條

訴
訟

繋

属

中

の
宣

誓

供
述

書

米
國
聯
邦
漸
民
事
訴
訟
法

一
二
五



法

政

.
確

究

第
十
憲

鑑

一
號

M
二
大

(
a
)
宣
誓
供
追
書
を
取
得
し
得

る
時
期
。
応
訴

後
な
ら
ば
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
叉
答
辯

書
送
達
後
な
ら
ば
裁
判
所
の
許
可

な
し
に
、
當
事
者

の
申
立
に
よ
り
、
護
見
の
爲
め
に
若
は
訴
訟
に
於
い
て
證
據

と
し
て
使
用
す
る
爲
め
に
叉
は
双
方
の
目
的
の
九
め

に
、

口
頭
訊
問
叉
は
書
面
質
問
に
基
き
、
當
事
者
仁
る
と
そ
の
他
の
者
忙
る
と
を
問
は
す
何
人
の
證
言

を
も
宣
誓
供
述
書
に
よ
り
取

得
す
る
こ
と
が
出
來

る
。
證
人

の
出
頭
は
第
四
十
五
條
規
定
の
罰
則
付
令
状

(
s
u
b
p
o
e
n
a

)
の
使
用
に
よ
り
強
制
す
る
こ
と
が
出
來

る
。

(b
)
調
査
の
範
囲
。
裁
判
所

の
別
段

の
命
令
な
き
限
り
、
そ
の
訴
訟
に
含
ま
れ
忙
目
的
事
項

に
関
係
あ
る
如
何
な
る
事
項

(
文

書
其
の
他
有
瞭
物
件
の
存
在

・
性
質

・
関
係
あ
る
事
實
を
知
れ

る
者
の
同

一
性
及
び
所
在
等
を

も
含
む
)

に
つ
い

て
も
調
査
し
得

る
。
但
し
調
査
を
拒
絶

し
得
る
特
権

あ
る
場
合
は
こ
の
限
で
な
い
。

(
c
)
訊
問

(
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

)

及
び
反
対

訊
問

(
c
r
o
s
s
-
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

)
。

訊
問
及
び
反
対

訊
問
は
公
判
に
於
け
る
第
四
十
三
條

b
項

の
規
定
に
從
ひ
行
ひ
得
る
。

(d
)
宣
誓
供
述
書
の
使
用
。
宣
誓
供
述
書

の
全
部
叉
は

一
部
は
、
誰
撮
法
上
許
さ
れ
る

(
a
d
i
m
i
s
s
i
b
l
e

)

限
り
は
、

宣
誓
供
述

書
取
得

の
際
に
出
席
し
て
ゐ
忙
叉
は
通
知
を
與

へ
ら
れ
て
ゐ
忙
當
事
者
に
対
し

、
次
の
い
つ
れ
か
の
場
合
に
公
判
に
於
て
之
を
利
用

し
得
る
。
④
證
人

と
し
て
の
供
述
者

の
證
言

の
反
誰
と
し
て
、

②

當
事
者
0
供
述
書
は
相
手
方
に

よ
り
如
何

な
る
目
的
の
爲
め
に

も
、
③
供
述
者
死
亡
し
、
公
判
地
よ
り
百
哩
外
若
は
外
國
に
居
佳
し
、
老
年

.
病
氣
等
の
理
由
に
よ
つ
て
出
頭
若
は
證
言

出
來
す
、
.

罰
則
的
令
状

に
よ
つ
て
も
田
頭
せ
す
、
叉
は
特
別
の
事
情
あ
る
も
の
と
裁
判
所
が
認
定
し
江
と
き
。
當
事
者
が
宣
誓
供
述
書
の

一
部



を
採
用
し

た
と
き
は
、
相
手
方
は
そ
の
部
分
に
関
係

あ
る
総
て
を
援
用
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

(
e
)
護
擦

と
し
て
の
許
否

(
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
y

)
に
つ
い
て
の
異
議
。

(f
)
宣
誓
供
述
書

の
取
得
及
び
使
用
切
効
果
。

第
二
十
七
條

訴
提
起
前
叉
は
上
訴
繋
属
中
の
宣
誓
供
述
書

(
a
)
訴
提
起
前
。
自
葛
及
び
其
の
他
の
者
の
證
言
を
保
存
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
,
相
手
方
な
り
と
豫
期
し
得

る
者
の
佳
所
地
の

地
方
裁
判
所

に
対
し
宣
誓
に
よ
る

(
v
e
r
i
f
i
e
d

)

請
願
を
提
出
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

請
願
人
は
請
願
の
謄
本
を
付
し
て
相
手
方
な

り
と
豫
期
せ
ら
れ
る
総
て
の
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
裁
判
所
は
、
證
言

の
保
存
が
正
義
の
不
履
行
叉
は
遅
延
を
妨
止
す
る

こ
と
が
出
來
る
と
信
じ
忙
場
合

に
は
、
供
述
す
べ
き
者
及
び
調
査
の
目
的
、
並
び
に
口
頭
訊
問
に
基
く
か
書
面
質
問
に
基
く
か
を
特

定
し
て
命
令
を
爲
す
こ
と
を
要
す
る
。

(b
)
上
訴
繋
屡
中
。
上
訴
繋
属
中
も
地
方
裁
判
所
は
申
立
に
よ
り
、
地
方
裁
判

所
に
於
て
更
に
手
續

を
行
ふ
場
合

に
使
用
す
る

爲
め
に
、
證
人

の
證
言
を
保
存
す
る
目
的
を
以
つ
て
宣
誓
供
述
書
を
取
得

す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
出
來
る
。

(
c
)
訴
に
よ
る
保
存
。
本
條
は
證
言
保
存
の
訴
を
受
理
す
る
裁
判
所
の
権
限
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
十
八
條

宣
誓
供
述
書
を
作
成
し
得
る
者

(
a
)
合
衆
國
内
。
法
律
に
よ
り
宣
誓
を
司
る
こ
と
を
授
権

せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
。

(
b
)
外
國
に
於
て
。

(
c
)
利
害
関
係

あ
る
こ
と
に
基
く
無
資
格
。

第
二
十
九
條

宣
誓
供
述
書
取
得
に
關
す
る
合
意

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
二
七



/法

政

研

究

蟹
へ十
巻

第

一
號

一
二
八

宣
誓
供
述
書
作
成
者

・
時
及
び
虚

・
通
知
及
び
取
得
方
法
に
つ
い
・て
の
合
意
は
、
書
面
に
よ
る
と
き
は
有
敷
で
あ
る
。

第
三
十
條

口
頭
訊
問
に
基
く
宣
誓
供
蓮
書

(
a
)
訊
問

の
通
知
、
時
及
び
虜
。

(
b
)
當
事
者
及
び
供
述
者
保
護
の
爲
め
の
命
令
。
訴
訟
繋
属
申

の
裁
斬
所
は
、
書
面
質
問
に
基
い
て
の
み
宣
誓
供
述
書
を
取
得

す
る
こ
と
が
出
來
る
。

一
定
の
事
項
は
訊
問
し
て
は
球
ら
な
い
、
訊
問
の
範
囲

は

一
定
の
事
項
に
限
る
等
の
命
令

を
爲
す
ご
ざ
が
出

來
る
。(

c
)
訊
問
調
書
、
宣
誓
、
異
議
。

(
d
レ
訊
問
を
絡
結
し
叉
は
制
限
す
る
申
立
。

(
e
)
證
人

へ
の
提

示
。

(f
)
役

人
に
よ
る
證
明

及
び
裁
判
所

へ
の
提
出
、
謄
本
、
提
出
の
通
知
。

(
9
)
出
頭
叉
は
罰
則
付
令
状
送
達

の
不
履
行
、
費
用
。

第
三
十

篠

書
面
質
問
に
基
く
證
人
の
喧
誓
供
述
書

(
a
)
質
問
書
の
途
達
、
通
知
。

(
b
)
答
溜
を
取
得
し
且
調
書
を
作
る
役
人
。

(
c
)
提
出
の
通
知
。

(
d
)
當
事
者
及
び
供
述
者
保
護
の
爲
め
の
命
令
。
訴
訟
繋
属
中
の
裁
判
所
は
第
三
十
條
ざ
同
様
な
命
令
、
殊

に
口
頭
訊
問
に
基

い
て
の
み
宣
誓
供
述
書
を
取
得
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
の
命
令
を
鳳
す
こ
と
が
出
來
る
。

第
三
十
二
條

宣
誓
供
述
書
中
に
於
け
る
誤
及
び
不
成
規
の
効
果

(
a
)
通
知
に
關
し
。

(b
)
役
人
の
無
資
格
に
關
し
。

(
c
)
宣
誓
供
述
書
の
取
得
に
關
し
。

(d
)
,宣
誓
供
述
書
の

完
成
及
び
提
出
に
關
し
。



第
三
十
三
條

-當
事
者
に
鍬
す

る
質
問

(
I
n
t
e
r
r
o
g
a
t
o
r
i
e
s

)

當
事
者
は
相
手
方
に
対
し
書
面
に
よ
る
質
問
を
送
達

す
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の
質
問
に
対
し
相
手
方
は
十

五
日
叉
は
裁
判
所

の

定
め
る
期
間
内
に
宣
誓
の
下
に
書
面
に
よ
つ
て
答
溜
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
質
問
に
樹
す
る
異
議
は
質
問
の
送
達

後
十
日
以
内
に
裁

判
所
に
提
出
す
る
こ
と
が
出
來
、
答
辯

は
異
議
が
決
定
せ
ら
れ
る
ま
で
延
期
せ
ら
れ
る
。
何
れ
の
當
事
者
も
裁
判
所
の
許
可
な
し
に

は
、
同

一
當
事
者
に
対
し
質
問
は

一
回
以
上
送
達

す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

第
三
十
四
條

閲
覧

・
複
爲

・
爲
眞
撮
影
の
爲
め
の
文
書
及
び
物
件
の
発
見

及
び
提
出

當
事
者
の
正
當
の
原
因
を
示
し
て
爲
し
鵡
申
立
あ
る
と
き
は
、
訴
訟
繋
属
中
O
裁
判
所
は
相
手
方
に
対
し
、
①
そ
の
占
有

.
保
管

叉
は
支
配
に
か
ゝ
る

、
そ
の
訴
訟

に
含
ま
れ
九
事
項
に
謝
し
重
要
な
證
據

を
な
し
叉
は
含
む
、
指
定
し
肥
る
文
書

.
書
籍

.
手
紙

.

爲
眞

・
有
盟
物
件
等
を
提
出
し
、
申
立
人
に
そ
の
閲
覧
、
複
爲
叉
は
爲
眞
撮
影
を
許
す
べ
き
こ
と
、
叉
は
②
そ

の
占
有

.
保
管
叉
は

支
配
に
か
ゝ
る

指
定
し
九
る
土
地
そ
の
他
の
財
産

に
、
そ
の
財
産
叉
は
そ
の
上
に
あ
る
指
定
せ
ら
れ
九
物
件
若

は
工
作
を
閲
覧

・
測

量

・
調
査
叉
は
宣
側眞
撮
影
す
る
爲
に
、
申
立
人
の
立
入
る
こ
と
を
許
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
得
る
。

第

三
十
五
條

人
の
肉
盟
的
及
び
精
神

的
検
査

(
a
)
検
査
命
令
。
當
事
者
の
精
神
的
叉
は
肉
盟
的
状
態

が
孚
と
な
つ
て
ゐ
る
訴
訟
に
於
て
は
、
訴
訟
繋
属
中
の
裁
判
所
は
そ
の

當
事
者

に
署
師
の
肉
盟
的
叉
嫁
精
神
的
検
査
に
服
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
得
る
。
か
ゝ
る

命
令
は
正
當
な
る
原
因

を
示
し
九
申
立
に
基

い
て
之
を
爲
す
。

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
二
九



怯
.
7
教
、

欝

究

第
十
巻

第

一
號

=
二
〇

(
h
)
検
査
の
結
果
の
報
告
。

第
三
十
六
條

事
實
及
び
文
書
の
眞
正
の
自
認

(
A
d
m
i
s
s
i
o
n
a

)

(
a
)
自
認
の
要
求
。
訴
答
の
絡
結
後
は
何
時

に
て
も
當
事
者
は
相
手
方
に
対
し

て
、
事
件
に
関
係
あ
る
指
定
し
江
文
書
の
眞
圧

の
自
認
叉
は
事
件
に
関
係
あ
る
指
定
し
江
事
實

の
眞
實
の
自
認
を
要
求
し
九
、
書
面
を
送
達

す
る
こ
と
が
出
來

る
。
要
求
を
受
け
る

.當
事
者
が
、
十
日
よ
り
少
な
か
ら
ざ
る
指
定
期
間
内
に
要
求
し
江
る
當
事
者
に
対
し
、
自
認
を
要
求
せ
ら
れ
た
事
項
を
特
定
的
に
否

認
す
る
か
叉
は
そ
の
事
項
を
信
實
に
自
認
若
は
否
認
す
る
こ
と
の
出
來
な
じ
理
由
を
詳
細

に
述

べ
た
宣
誓
陳
述
書
を
送
達

せ
ざ
る
限

り
、
各
事
項
を
自
認
し
江
も
の
と
看
傲
す
。

(b
)
自
認
の
敏
果
。
右
要
求
に
從
つ
て
欝
さ
れ
た
自
認
は
、
そ
の
撃
馬
中
の
訴
訟
の
目
的
の
爲
め
に
の
み
効
力

を
有
し
、
他
の

目
的
の
蓄

に
は
自
認
の
努

を
有
し
な
い

第
三
十
七
條
発
見

の

拒
絶
、

結

果

(
a
)
答
辯

の
拒
絶
。
當
事
者
そ
の
他
の
供
述
者
が
口
頭
訊
間
に
答

へ
る
こ
と
を
拒
絶
し
九
と
き
は
、
宣
誓
供
述
書
を
取
得
す
べ

き
地
の
裁
判
所

へ
答
辯
…を
強
制
す
る
命
令
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
供
述
者
が
第
三
十

一
條
の
質
問
に
答

へ
る
・」
と
を
拒
絶
し

九
と
き
、
叉
は
當
事
者
が
第
三
十
三
條
の
質
問
に
答

へ
る
こ
と
を
拒
絶
し
九
と
き
も
亦
同
じ
。

(b
)
命
令
の
不
從
順
。
①
當
事
者
其
の
他
の
證
人

が
、
裁
判
所
か
ら
命
ぜ
ら
れ
忙
に
拘
ら
す
、
宣
誓
す
る
こ
と
叉
は
答
辯

す
る

こ
と
を
拒
絶
し
九
と
ま
は

隔、
そ
の
拒
絶
は
そ
の
裁
判
所
に
対
す

る
裁
判
所
侮
辱

(
c
o
n
t
e
m
p
t
 
o
f
 
c
o
u
r
t

)
と
認

め
ら
れ
る
。
②
當
事



者
が

a
項
の
答
辯

を
命
す
る
命
令
、
又
は
第
三
十
四
條
に
基
く
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
等
を
命
じ
若
は
土
地
其
の
他
の
財
産

へ

の
立
入
b
を
許
す
べ
き
こ
と
を
命
す
る
命
令
、
叉
は
第
三
十
五
條
に
基
く
肉
盟
若
は
精
聯
の
検
査
に
服
す
べ
き
こ
と
を
命
す
る
命
令

に
從

ふ
こ
と
を
拒
絶
し
九
と
き
は
、
裁
判
所
は
正
當
な
り
と
考

へ
る
命
令
殊
に
次
の
如
き
命
令
を
爲
し
得
る
。

一
、
質
問
事
項
が
そ

の
訴
訟

の
目
的
の
爲
め
に
立
證

せ
ら
れ
た

(
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d

)
と
の
命
令
。

二
、
不
服
從
の
當
事
者

に
指
定
し
た
請
求
若
は
防
禦
方
法

を
支
持
し
若
は
反
対

す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
叉
は
指
定
し
た
文
書

・
物
件

・
證
言
若
は
肉
體

的
精
肺
的
状
態

を
證
據

と
し
て
提
出
す

る
こ
と
を
禁
止
す
る
命
令
。
三
、
訴
答
の
全
部
若
は

一
部
を
抹
消
し
、
叉
は
命
令
が
服
從
せ
ら
れ
る
ま
で
手
續

の
進
行
を
停
止
し
、

叉
は
訴
訟
の
全
部
若
は

一
部
を
却
下
し
、
叉
は
不
服
從
の
當
事
者
に
歓
席
判
決
を
爲
す
命
令
。
四
、
上
記
の
命

令
の
代
り
に
叉
は
之

に
附
加
し
て
不
服
從
の
當
事
者
を
拘
禁
す
る
命
令
。

(
c
)
自
認
拒
絶
に
基
く
費
用
。
當
事
者
が
第
三
十
六
條
に
基
く
要
求
に
対
し

文
書
の
眞
正
叉
は
事
實
の
眞
實

に
対
し
宣
誓
に
よ

る
否
認
を
送
達

し
、
且
之
を
要
求
し
九
當
事
者
そ
の
眞
正
又
は
眞
實
を
立
證

し
九
と
き
は
、
之
を
要
求
し
た
當
事
者
は
裁
判
所
に
封

し
か
ゝ
る
立
證

を
爲
す
に
要
し
忙
費
用
の
支
払

を
相
手
方
に
命
す
る
命
令
を
申
請
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
否
認

に
正
當
な
理
由
が
あ

る
か
、
求
め
九
自
認
が
本
質
的
重
要
な
も
の
で
な
い
嘘
き
以
外
に
於
て
は
、
右

の
命
令
が
爲
さ
れ
る
。

(
d
)
當
事
者
の
不
出
頭
叉
は
答
鼎
不
送
達

。
當
事
者
故
意
に
宣
誓
供
述
書
作
成
の
官
吏
の
前
に
出
頭
し
な
じ
と
き
、
叉
は
第

三

十
三
條
に
基
く
質
問
に
対
し
答
鼎
書
を
送
達

七
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
申
立
に
よ
り
そ
の
當
事
者
の
訴
答
の
全
部
若
は

一
部
を
抹

浩
し
、
較

は
訴
訟
の
全
部
若
は

一
部
を
却
下
し
、
叉
は
欠
席

判
決
を
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。
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法

・
政

・
研

究

第
十
巻

第

一
號

・二
輔三

(
&
L
e
t
t
e
r
s
 
R
o
g
a
t
o
r
y

に
…
対
する
不
答
辯

。

(
f
)
合
衆
國
に
対
す

る
費
用
。

六
公
判

(
T
r
i
a
l
s

)

第
三
十
八
條

権
利
と
し
て
の
陪
審
公
判

(
J
u
r
y
 
T
r
i
a
l

)

(
a
)
保
存
せ
ら
れ
た
権
利
。
憲
法
第
七
修
正
法
に
よ
つ
て
宣
言
せ
ち
れ
叉
は
合
衆
國
の
成
文
法
に
よ
つ
て
與

へ
ら
れ
た
陪
審
公

判
を
受
け
る
権
利
は
、
當
事
者

に
不
可
侵
的
に
保
存
せ
ら
れ
る
。

(b
)
要
求
。
當
事
者
は
、
権
利
と
し
て
陪
審

に
よ
つ
て
裁
判
せ
ら
れ
得
る
争
点

に
つ
い
て
は
、
最
後
の
訴
答
送
達

後
十
日
以
内

に
相
手
方
に
要
求
書
を
送
達

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
陪
審
公
判
を
要
求
し
得
る
。

(
c
)
同
、
争
貼
の
特
定
。
右
要
求
書
に
は
陪
審
公
判
を
欲
す
る
争
点

を
特
定
す
る
こ
と
を
要
し
、
特
定
む
な
い
と
き
は
全
孚
黙

に
つ
い
て
陪
審
を
要
求
し
た
も
の
と
看
徹
さ
れ
る
。

(d
)
抱
棄
。
右
要
求
書
を
送
達

し
な
い
と
き
ば
、
陪
審
公
判
を
拗
棄
し
忙
も
の
と
な
る
。
陪
審
公
判
の
要
求
は
相
手
方
の
同
意

あ
る
に
非
ざ
れ
ば
…撤
回
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

第
・」二
十
九
條

陪
審
に
よ
る
叉
は
裁
判
所
に
よ
る
公
判

(
、
)
陪
審

に
よ
る
公
判
。
右
要
求
あ
り
北
る
と
き
は
、
當
事
者
若
は
溜
護
士
の
書
面
に
よ
る
合
意
若
は
公
判
廷
に
於
け
る
口
頭

の
合
意
あ
る
と
き
、
叉
は
か
」
る
陪
審
公
判
を
受
け
る
権
利
な
き
と
き
以
外
の
場
合
に
は
、
陪
審
に
よ
る
公
判

が
行
は
れ
る
。



(b
)
裁
判
所

に
よ
る
公
判
。
右
要
求
な
き
と
き
は
裁
判
所
に
よ
る
公
判
が
行
は
れ
る
。
但
し
裁
判
所
は
右

要
求
な
き
と
き
も
、

中
立
に
基
き
そ
の
裁
量
に
よ
つ
て
陪
審
公
刺
を
要
求
し
得
る
孚
窯
に
つ
い
て
陪
審
公
判
を
命
す
る
こ
と
が
出
來

る
。

(
c
)
助
言
陪
審

(
a
d
v
i
s
o
r
y
 
j
u
r
y

)
及
び
合
意
に
よ
る
喰
判
。
権
利

と
し
て
陪
審
公
判
を
要
求
し
得
な
い
訴
訟
に
於
て
も
・
申

立
又
は
職
権
に
よ
り
、
裁
判
所
は
助
言
陪
審
に
よ
み
公
判
、
叉
當
事
者

の
合
意
あ
る
と
き
は
陪
審

に
よ
る
公
判

(
そ
の
評
決
が
権
利

と
し
て
の
陪
審
と
同

一
の
効
力

を
有
す
る
)
を
命
じ
得
る
。

第
四
十
條

事
件
の
公
判

へ
の
割
當
て

第
四
十

一
條

訴
の
取
下
叉
は
却
下

(
D
i
s
m
i
s
s
a
l
 
o
f
 
A
c
t
i
o
n
s

)

(
a
)
取
下

(
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
d
i
s
m
i
s
s
a
l

)
、
そ
の
効
果
。
④
訴
は
答
辯

書
の
送
達
前
に
は
何
時
に
て
も
取
下
の
通
知
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
叉
は
訴
訟
に
出
頭
し
て
絡
で

の
當
事
者
切
署
名
し
九
取
下
の
合
意
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
裁
判
所
の
命
令

な
し
に
取
下
げ
得
る
。
前

に
同

一
請
求
に
關
し

一
度
取
下
夕
爲
ル
忙
原
告
が
、
更
に
取
下
の
通
知
を
提
出
し
忙
と
き
は
、
取
下
は
本

案

(
m
e
r
i
t
s

)
に
つ
い
て
の
審
判
と
し
て
働
く
。
②
以
上
の
場
合
を
除
く
外
、

訴
は
裁
判
所
の
命
冷
輩
よ
り
裁
判
所
の
適
當
と
思
ふ

條
件
の
下
に
で
な
け
れ
ば
原
告
の
要
求
の
み
で
は
取
下
と
な
ら
な
い
。
原
告

の
取
下
の
申
立
の
送
達
前
に
被
告
が
反
対

請
求
を
主
張

し
あ
る
と
き
は
、
訴
は
反
対

請
求
の
み
が
繋
属
し
得
惹
場
合
以
外
は
、
被
告
の
異
議
に
反
し
て
取
下
と
な
・ら
な

い
。

(b
)
却
下

(
i
n
v
o
l
u
n
t
a
r
y
 
d
i
s
m
i
s
s
a
l

)、
其
の
敏
果
。
原
告
が
訴
訟
を
追
行
し
な
い
と
き
叉
は
本
規
則
若

は
裁
判
所
の
命
令

に

服
し
な
い
と
き
は
、
被
告
は
自
己
に
対
す

る
訴
叉
は
請
求
の
却
下
を
申
立
て
る
こ
と
が
出
來
る
。
原
告
が
そ
の
詮
擦
の
提
出
を
完
了
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法

政

研

、
亮

第
十
巻

第
一
號

;
西

し
九
後
に
、
被
告
は
事
實
及
び
法
律
に
從

へ
ば
原
告
は
救
濟
を
得
δ
権
利
を
示
さ
な
い
と
い
ふ
理
由
に
基
き
、
却
下
の
申
立
を
爲
す

.

こ
と
が
出
來

る
。
裁
判
所
が
そ
の
命
令
に
於
て
異
な
る
定
め
を
爲
さ
な
い
限
り
、
本
項
に
基
く
却
下
及
び
本
條

に
規
定
せ
ら
れ
な
い

却
下
は

(
但
し
裁
判
権
の
欠
飲
及
び
管
轄
権
の
欠
訣
の
場
合
を
除
く
)
本
案
に
対
す

る
審
判
と
し
て
働
く
.
・

(
c
)
反
対

請
求

・
横
斜
請
求
叉
は
第
三
當
事
者
請
求
の
取
下
叉
は
却
下
。

(
d
)
前
に
取
下
げ
忙
訴
訟

の
訴
訟
費
用
。

第
四
十
二
條

溜
論
の
併
合
、
」分
離
判
決

(
a
)
辮
論
の
併
合
。

(b
)
分
離
…判
決
。

第
四
十
三
條
證
據

(
a
)
形
式
及
び
許
否

(
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
y

)。
本
規
則
に
別
段
の
規
定
な
き
限
り
、
総
て
の
公
判
に
於
て
謹
人

の
證
言
は
公
開
の
法

廷
に
於
て
ロ
頭
に
て
取
得
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
合
衆
國
の
成
文
法
に
よ
り
、
叉
は
衡
平
法
事
件
の
審
問

に
つ
き
合
衆
國
裁
判

所
に
於
て
今
ま
で
適
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
證
據

の
法
則
に
よ
り
、
叉
は
そ
の
合
衆
國
裁
判
所
の
存
在
す
る
州
の

一
般
管
轄
権
あ
る
裁
判

所

に
於
て
適
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
證
據

の
法
則
に
よ
り
、
許
さ
れ
忙
縛
て
の
證
據

は
許
さ
れ
る
。
證
人

の
證
言
能
力
も
同
様
に
し
て
決

定
せ
ら
れ
る
。

(b
)
訊
問
及
び
反
対

訊
問

(
c
r
o
s
s
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n

)
の
範
囲
。
當
事
者

は
不
承
不
承
の
叉
は
敵
意
あ
る
證
人

に
樹
し
て
は
、

誘

導
訊
問
を
以
つ
て
質
問
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
當
事
者
は
相
手
方
叉
は
相
手
方
忙
る
法
人
そ
の
他
の
社
團
の
役
員
を
證
人
と
し
て

召

喚
す
る
こ
と
が
出
來
、
誘
導
訊
問
に
よ
り
質
問
し
、
総
て
の
黙
に
つ
き
あ
た
か
も
相
手
方
が
召
喚
し
江
か
の
如

く
に
反
駁
し
叉
は
弾



劾
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

か
く
し
て

召
喚
せ
ら
れ
た
證
人

は
、

相
手
方
に
よ
つ
て
叉
は
相
手
方
の
爲
め
に
も

反
駁
叉
は
弾
劾
さ
れ

得
、
且
相
手
方

に
よ
つ
て
主
要
訊
問

(
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
 
c
h
i
e
f

)
の
目
的
事
項
に
つ
い
て
の
み
反
対

訊
問
さ
れ
得
る
。

こ
の
點

は
誰
操
法
上
の
問
題
で
あ
つ
て
、
詳
し
く
は
４
W
i
g
m
o
r
e
 
o
n
 
E
v
i
d
e
n
c
e
 
(
2
n
d
 
e
d
.
)
 
ｧ
 
1
8
8
5
 
e
t
.
 
s
e
q
.

(
c
)
排
斥
せ
ら
れ
た
證
據

の
記
録
。

(d
)
宣
誓

(
o
a
t
h

)

の
κ
り
と
し
て
の
噺
言
。

(
e
)
申
立

(
m
o
t
i
o
n

)

の
證
據
。
申
立
が
調
書
に
現
は
れ
な
い
事
實
に
基
く
と
き
は
、
裁
判
所
は
當
事
者

の
提
出
し
江
宣
誓
陳

述
書
(
a
f
f
i
d
a
v
i
t
)

に
基
き
事
件
を
審
問
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

し
か
し
裁
判
所
は
全
部
叉
は

一
部

口
頭
の
證
言

叉
は
宣
誓
供
述
書

(
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n

)
に
よ
つ
て
審
問
す

べ
き
こ
と
を
指
揮
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

第
四
十
四
條

公
の
記
録
の
證
明

(
a
)
謄
本
の
眞
正
。

(b
)
記
録
欠
訣
の
證
明
。

(
c
)
他
の
方
法
に
よ
る
證
明
。

第
四
十
五
條

罰
則
付
令
状

(
S
u
b
p
o
e
n
a

)

(
a
)
誰
尺
出
頭
の
爲
め
の
、
形
式
、
磯
行
。
罰
則
付
令
状

は
名
宛
人
に
対
し
駕
そ
こ
に
指
定
し
に
時
及
び
處

に
出
頭
し
て
護
言

す

べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
。
書
記
は
罰
則
付
令
状

に
署
名
し
裁
判
所
の
印
を
押
捺
し
そ
の
他
を
膚
紙

の
ま
レ
磯
行
し
・
之
を
取
得
し

π
者
が
右
白
紙

の
部
分
に
記
入
す
る
。

(b
)
書
誰
提
出
の
爲
め
の
、
罰
則
付
令
状

は
叉
名
宛
人
に
対
し

、
そ
.漫
に
指
定
し
た
書
籍

・
書
類

・
文
書

を
提
出
す
べ
き
こ
と

を
命
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
但
し
裁
判
所
は
敏
速
に
な
し
九
申
立
に
基
き
、
罰
則
付
令
状

が
不
合
理
叉
は
塵
迫
的
な
る
と
き
は
之
を
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第

一
簾晒

一
三
山ハ

取
浩
し
、
叉
費
用
の
豫
納
を
條
件
と
す
る
こ
と
が
出
來
る
ご

(
c
)
送
達

。

(d
)
宣
誓
供
述
書
を
取
得
す
る
爲
め
の
罰
則
付
令
状

、
訊
問
の
場
所
。

(
e
)
審
問
叉
は
公
判
の
爲

め
の

罰
則
付
令
状

。

覧

(
f
)
裁
判
所
侮
辱

(
c
o
n
t
e
m
p
t

)。

適
當
な
る
事
由
な
し
に
罰
則
付
令
状
に
從
は
な
い
當
事
者
は
、

そ

の
罰
則
付
令
状
を
褒
行

し
た
裁
判
所
の
裁
判
所
侮
辱
を
犯
し
九
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
。

第
四
十
六
條
E
x
c
e
p
t
i
o
n
s

の
不
必
要

裁
判
所
の
命
令
に
対
し

て
今
ま
で
の
や
う
な
公
式
的
異
議
申
立

(
e
x
c
e
p
t
i
o
n

)
は
不
必
要
で
あ
る
。

・第
四
十
七
條

陪

審

員

(
J
u
r
o
r
s

)

(
a
)
陪
審
員
の
訊
問
。
裁
判
所
は
當
事
者
叉
は
そ
の
辯
護
士

に
陪
審
員
候
補
者
を
訊
問
せ
し
め
得
、
叉
自
ら
之
を
訊
問
す
る
こ
」

と
が
出
來
る
。

(
b
)
補
充
陪
審
員
。

第
四
十
八
條

十
二
人
よ
り
少
な
き
陪
審
I

l
多
籔
決
に
よ
る
評
決

(
M
a
j
o
r
i
t
y
 
V
e
r
d
i
c
t
s

)

當
事
者
は
陪
審
が
十
二
人
よ
り
少
な
き
人
数
よ
り
成
る
こ
と
、
叉
は

一
定
の
多
数
決
に
よ
る
評
決
叉
は
事
實
決
定
が
陪
審
の
評
決

叉
は
事
實
決
定
な
る
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

第
四
十
九
條

特
別
評
決

(
S
p
e
c
i
a
l
 
V
e
r
d
i
c
t
s

)
及
び
質
問

(
I
n
t
e
r
r
o
g
a
t
o
r
i
e
s

)



(
a
)
特
別
評
決
。
裁
判
所
は
陪
審
に
対
し
、
各
争
点

事
實
の
決
定

(
f
i
n
d
i
n
g

)
の
み
を
書
面
を
以
て
答
申

す
べ
き
こ
と
を
要
求

す
る
こ
と
が
出
來

る
。
こ
の
場
合

に
於
て
は
裁
判
所
は
陪
審
に
、
各
箏
鮎
事
實
に
対
し
決
定
を
爲
し
得
せ
し
む
る
に
必
要
な
説
明
及

び
論
示
を
爲
す
こ
と
を
要
す
る
。
さ
う
す
る
に
當

つ
て
裁
判
所
が
訴
答
叉
は
證
據

に
よ
つ
て
確
定
せ
ら
れ
た
孚

瓢
事
實
の
あ
る
も
の

を
省
略
し
九
る
場
合
に
、
當
事
者
が
陪
審

の
評
議

の
た
め
の
退
廷
前

に
そ
の
争
点
事
實
を
陪
審
に
付
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
と
き

は
、
そ
の
争
点
事
實

に
つ
い
て
陪
審
公
判
を
受
け
る
権
利
を
拡
棄
し
九
も
・の
で
あ
る
。
か
」
る
孚
黙
事
實
は
裁

判
所
が
決
定
ず
る
こ

と
が
出
來
、
若
し
さ
う
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
特
別
評
決
に
基
く
判
決
に
適
合
す
る
決
定
が
爲
さ
れ
忙
も
の
と
看
徹
さ
れ
る
。

(b
)
質
問
に
対
す

る
答
辯

を
俘

つ
九

一
般
評
決

(
g
e
n
e
r
a
l
 
v
e
r
d
i
c
t

)
。
裁
判
所
は
陪
審
に

一
般
評
決
を
求
む
る
と
共
に
、
そ
の

評
決
の
基
礎
た
る
争
点
事
實

に
対
し
質
問
書
を
交
付
し
得
る
。
裁
判
所
は
質
問
に
対
す

る
答
辯

と

一
般
評
決
と
を
爲
し
得
せ
し
め
る

に
必
要
な
説
明
及
び
説
示
を
爲
す
こ
と
を
要
す
る
。

一
般
評
決
が
答
辯

と
調
和
す
る
と
き
は
そ
の
評
決
及
び
答
辯

に
基
き
判
決
を
爲

す
。
答
鼎
が
互
に
調
和
し
て
ゐ
る
が
そ
の
中

の
あ
る
も
の
が

一
般
評
決
と
矛
盾
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は

一
般

評
決
に
拘
ら
す
答
辯

に
基
く
判
決
を
爲
し
、
支

は
陪
審
に
答
辯

及
び
評
決
を
再
議

に
付
し
、
叉
は
新
公
判
を
命

じ
得
る
。
答
辯

が
相
互
に
矛
盾
し
そ
の
あ

る
も
の
が

一
般
評
決
と
矛
盾
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
判
決
を
爲
さ
す
、
陪
審

に
答
辯
及
び
評
決
を
再
議

に
付
す
る
か
叉
は
薪
公
判

を
命
じ
得
る
。

第
五
十
條

評
決
指
圖

(
D
i
r
e
c
t
e
d
 
V
e
r
d
i
c
t

)
の
申
立

(
a
)
申
立
を
爲
す
時
期
、
効
果

。
相
手
方

の
提
供
し
九
誰
櫨
の
完
了
に
當

つ
て
評
決
を
指
圖
す
べ
き
こ
と

を
申
立
て
九
當
事
者

米
國
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邦
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決

政

研

究

第
十
巷

第
一
號

ギ
三
八

は
、
そ
の
申
立
が
許

さ
れ
溶
か
つ
忙
場
合
に
は
、
か
曳
る
中
立
を
爲
さ
な
か
つ
九
ざ
同
様
に
自
己
の
證
據
を
提

供
す
る
こ
と
が
出
來

る
。
総
て
の
當
事
者
が
評
決

の
指
圖
を
申
立
て
沁
場
合
に
於
て
も
陪
審
公
判
の
拗
棄
と
は
な
ら
な
い
。
評
決
指
圖
め
申
立
に
は
そ
の

理
由
を
陳

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(b
)
申
立
に
対
す

る
決
定
の
留
保
。
総
て
の
證
據

の
完
了
に
當
つ
て
爲
さ
れ
忙
評
決
指
圖
の
申
立
が
否
定
さ
れ
る
か
何
等
か
の

理
由
で
許
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
申
立
に
陳
べ
ら
れ
た
法
律
問
題
の
決
定
を
後
廻
し
に

し̀
て
事
件
を
陪
審

に
委
ね
た

ハ

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
評
決
の
受
領
後
、
叉
は
評
決
を
爲
さ
す
に
陪
審
が
解
散
ε
な
つ
た
と
き
に
は
そ
の
後

、
十
日
以
内
に
評
決
の

指
圖
を
中
立
忙
當
事
者
は
、
評
決
及
び
そ
れ
に
基
く
判
決
を
取
消
し
、
自
己
の
評
決
指
圖
の
申
立
に
合
致
す
る
判
決
を
爲
さ
れ
ん
こ

と
を
由
立
て
る
こ
ざ
が
出
來
る
。
新
公
判
の
申
立
を
こ
の
申
立
に
併
合
す
る
こ
と

が
出
來
る
。

原
告
も
被
告
も
評
決
の
指
圖
を
申
立
て
得
る
が
、
通
常
之
を
申
立
て
る
の
は
被
告
で
あ
る
。
原
告
の
提
供
し
た
全
護
振
を
以
つ
て
し
て
も
原
告
の

請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
な
い
と
考
へ
た
場
合
に
、
被
告
が
自
己
に
有
利
な
評
決
を
指
圖
せ
ん
こ
と
を
裁
判
所
に
申
立
て
る
の
で
あ
る
。
伺
こ
の
詮
豫

の
不
充
分
と
い
ふ
問
題
に
つ
き
、

拙
稿

「裁
判
官
と
陪
審
と
の
職
分
」

(九
州
丁帝
國
大
學
法
文
學
部
十
周
年
記
念
法
學
論
文
集
中
)

一
四
頁
以
下

参
照
。第

五
十

一
條

陪
審

へ
の
説
示
、
異
議

誰
櫨
の
完
了
の
際

に
叉
は
裁
判
所
の
指
示
す
る
時
に
、
當
事
者
は
裁
判
所
の
陪
審

に
対
す

る
説
示
に
つ
い
て
の
要
求
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
出
來
る
。
裁
判
所
は
當
事
者
の
陪
審
に
対
す

る
辮
論
の
前
に
、
右
要
求
書
に
基
き
爲
さ
ん
ε
す
る
行
動
を
溜
護
人
に
知
ら



し
め
る
。
し
か
し
説
未
は
鼎
論
の
終
了
後
に
行
ふ
。
當
事
者
は
陪
審
の
評
議
の
爲
め
の
退
廷
前
に
異
議
の
事
項
を
明
示
し
そ
の
.理
由

、

を
附
し
て
異
議
申
立
を
爲
さ
な
い
と
き
は
、
説
示
叉
は
説
示
の
不
履
行
に
対
し

不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

第
五
十
二
條
裁
判

所
に
よ
る
事
實
決
定

(
F
i
n
d
i
n
g
s

)

(
a
)
効
果

。
陪
審
に
よ
ら
な
い
訴
訟
に
於
て
は
、
裁
判
所

は
事
實
を
個
別
的
に
決
定
し
そ
れ
に
対
す

る
法
律
の
結
論
を
別

々
に
"

述
べ
判
決
を
爲
す
。
事
實
決
定
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
場
合
以
外
に
於
て
は
取
溝
さ
れ
な
い
。
叉
證
人

の
信

鰻
性
の
判
断
に
つ
い

て
は
公
判
裁
判
所

の
便
宜
性
を
充
分
に
考
慮
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

(b
)
修
正
。
判
決
後
十
日
以
内
に
當
事
者

の
申
立
に
基
き
裁
判
所
は
そ
の
事
實
決
定
を
修
正
し
、
追
加
事
實
決
定
を
爲
し
又
は

そ
れ
に
從
つ
て
判
決
を
修
正
し
得
る
。
こ
の
申
立
は
新
公
判
の
中
立
と
共
に
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。
事
實
決
定
が
裁
判
所
に
よ
つ
て

爲
さ
れ
九
と
き
は
、
そ
の
事
實
決
定
を
支
持
す
る
に
足
る
證
據

の
充
分
性
の
問
題
は
常
に
論
議
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

第
五
十
三
條

補

助

…判

事

(
M
a
s
t
e
r
s

)

(
a
)
任
命
及
び
報
酬
。

(b
)
附
託
。
補
助
制
事

へ
の
事
件
の
附
託
は
例
外
で
あ
る
。

(
c
)
権
限
。

(d
)
手
續

。

(
e
)
記
録
。

七
判
決

(
J
u
d
g
m
e
n
t

)
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第
五
十
四
條

判
決
、
訴
訟
費
用

(
a
)
定
義
、
形
式
。
本
規
則
に
判
決
と
は
決
定

(
d
e
c
r
e
e

)
及
び
上
訴

の
目
的
と
な
b
得
る
命
令

(
o
r
d
e
r
)

)
を
も
含
む
。

(b
)
諸
階
段
に
於
け
る
判
決
。
部
分
判
決
を
爲
し
得
る
。

(
c
)
判
決
の
要
求
。
欠
席

判
決
は
…判
決
の
要
求
に
於
て
要
求
せ
ら
れ
九
所
と
種
類
に
於
て
異
な
b
額
に
於

て
超
過
す
る
こ
と
が

出
來
な
い
。
欠
席

判
決
以
外
の
終
局

判
決
に
於
て
は
、
假
令
當
事
者
が
そ
の
訴
答
中
に
於
て
要
求
し
て
お
か
な
か
つ
九
と
し
て
も
、

そ
の
當
事
者
が
受
く
る
権
利
あ
る
救
濟
が
與

へ
ら
れ
る
。

辮
論
主
義
の
弛
解
で
あ
る
。
但
し
米
各
州
と
も
之
に
近
い
規
定
を
有
し
て
ゐ
る
。
諮
問
委
員
會
の
註
繹
に
は
、

「
そ
の
救
濟
が
並口通
法
上
の
も
の

た
る
と
衡
平
法
上
の
も
の
た
る
と
叉
は
そ
の
両
者
た
る
と
に
無
頓
着
に
」
と
書
い
て
あ
る
。
額
に
つ
い
て
も
本
項
の
規
定
に
よ
つ
て
當
事
者
の
要
求

し
た
以
上
の
額
を
與
へ
得
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

(
d
)
訴
訟
費
用
。

第
五
十
五
條

歓

席

(
D
e
f
a
u
l
t

)

(
a
)
登
録
。
積
極
的
救
濟
の
判
決
を
求
め
九
當
事
者
の
相
手
方
が
、
訴
答
叉
は
本
規
則
に
規
定
し
た
他

の
方
法
で
防
禦
を
爲
さ

な
い
と
き
は
、
書
記
は
そ
の
欠
席

を
登
録
す
る
。

(b
)
判
決
。
④
原
告
の
請
求
が
確
定
金
麟
叉
は
計
算
に
よ
り
確
定
し
得
る
金
額
に
対
す

る
も
の
な
乃
場
合
に
し
て
、
被
告
が
不応
訴

(
f
a
i
l
u
r
e
 
t
o
 
a
p
p
e
a
r

)
に
よ
b
嵌
席
し
、
且
未
成
年
者
叉
は
不
完
全
者
で
な
い
場
合
に
は
、
書
記
が
歓
席
判
決
を
登
録
す
る
。



②
右
以
外
の
場
合
に
於
て
は
欠
席

判
決
を
裁
判
所
に
申
立
て
る
こ
と
を
要
す
る
。
但
し
未
成
年
者
叉
は
不
完
全
者
が
応
訴

し
江
る
適

.

當
な
代
理
入
に
よ
つ
て
代
理
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
場
合
に
於
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し

て
は
欠
席
判
決
を
爲
す
こ
と
が
出
來
な
い
。

欠
席

判
決
を
求
め
る
者
は
、
相
手
方
が
応
訴

し
て
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
そ
の
申
立
の
通
知
を
爲
す
こ
と
を
要
す
る
。
裁
判
所
が

歓
席
判
決
を
爲
す
爲
め
に
、
損
害
賠
償
額
の
決
定
を
爲
し
、
誰
様
に
よ
つ
て
主
張
の
眞
實
を
確
信
し
、
そ
の
他

の
事
項

の
調
査
を
爲

す
必
要
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
之
を
な
し
、
又
合
衆
國
成
文
法
の
要
求
す
る
陪
審
公
判
に
よ
る
権
を
許
與
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

応
接

(
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e

)
と
は
被
告
又
は
そ
の
辯
護
士
が
形
式
的
屈
出
を
爲
す
こ
と
に
よ
つ
て
も
完
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
応
訴
は
し
た
が
訴
答

を
出
さ
な
い
と
い
ふ
場
合
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
術
応
訴
の
際
に
は
そ
の
本
人
又
は
辯
護
士
の
佳
所
を
届
出
る
の
で
あ
つ
て
、
朦
訴
さ
へ
す
れ
ば
以

後
書
類
を
そ
の
住
所
へ
逡
つ
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
。

(
c
)
欠
席

の
取
消
。
正
當
な
る
事
由
を
示
し
江
と
き
は
、
裁
日判
所
は
欠
席

の
登
録
を
取
消
し
、
欠
席

判
決
が
既
に
爲
さ
れ
て
ゐ

る
場
合
に
は
第

六
十
條
b
項
の
規
定
に
從
つ
て
之
を
取
消
す
こ
と
が
出
來
る
。

(d
)
原
告

・
反
対
請
求
者

・
横
斜
請
求
者
。

(
e
)
合
衆
國
に
対
す

る
判
決
。

第
五
十
六
條

略

式

判

決

(
S
u
m
m
a
r
y
 
J
u
d
g
m
e
n
t

)

略
式
判
決
手
續
は
畜
實
に
つ
い
て
眞
の
孚
の
な
い
場
合
に
於
け
る
訴
訟
を
迅
速
に
処
理
す
る
方
法
で
あ
る
。

(
a
)
請
求
者
の
爲
め
に
。
請
求
者
は
答
辯

的
訴
答
の
送
達

せ
ら
れ
九
後
全
部
叉
は

一
部
の
請
求
に
り
き
、
宣
誓
陳
述
書
を
碓
し

叉
は
附
せ
す
し
て
、
自
己
に
利
益
な
略
式
判
決
を
申
立
で
る
こ
と
が
出
來
る
。

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

.

一
四

一



法

政

研

究

第

十
巻

第

一
號

一、囲
二

(
b
)
防
禦
當
事
者
の
爲
め
に
。
防
禦
當
事
者
は
何
時
に
て
も
全
部
叉
は
』
部
の
請
求

に
つ
き
、
宣
誓
陳
述
書

を
附
し
叉
は
附
せ

す
し
て
、
自
己
に
有
利
な
略
式
判
決
を
申
立
て
る
こ
と
が
出
來

る
。

(
c
)
申
立
及
び
そ
れ
に
基
く
手
續

。
提
出
せ
ら
れ
江
訴
答

・
宣
誓
供
蓮
書

・
自
白
及
び
宣
誓
陳
述
書
が
、
主
要
事
實
に
つ
き
損

害
賠
償
額
の
鮎
を
除
き
眞
の
争
点

な
く
法
律
上
中
立
當
事
煮
に
勝
訴
判
決
を
受
け
る
権
利
あ
る
こ
と
を
示
す
と
き
に
は
、
裁
判
所
略

式
判
決
を
爲
す
こ
と
を
要
す
る
。

(d
)
申
立
に
基

い
て
全
部
鳳
審
判
せ
ら
れ
な
か
つ
た
事
件
。
本
條
の
申
立
に
基
い
て
全
部

に
つ
い
て
の
略
式
判
決
が
爲
さ
れ
な

い
場
合

に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
申
立
の
審
問
に
於
て
訴
答
及
び
證
據

を
調
査
し
且
溜
護
士
に
質
問
し
仁
上
で
、
'如
何
な
る
主
要
事
實

に
つ
い
て
實
質
的
孚
が
な
い
か
如
何
な
る
主
要
事
實
が
實
際
に
善
意
に
箏
は
れ
て
ゐ
る
か
を
、
爲
し
得
る
な
ら
ば
、
確
定
す
る
こ
と

を
要
す
る
。
つ
い
で
實
質
的
孚
の
な
い
事
實

(
損
害
賠
償
額
叉
は
他
の
救
濟
に
つ
き
孚
な
き
場
合
を
も
含
む
)

を
特
定
し
、
正
當
と

思
ふ
手
續
を
更
に
行

ふ
べ
き
こ
ご
を
命
ず
る
こ
嘘
を
要
す
る
。
訴
訟
の
公
判
に
於
て
は
か
く
特
定
せ
ら
れ
九
事
實

は
立
證

せ
ら
れ
た

も
の
ε
看
徹
さ
れ
、
公
判
は
そ
れ
に
從
つ
て
行
は
れ
る
。

(
e
)
宣
誓
陳
述
書
の
形
式
、
更
に
の
證
言
。

(
f
)
宣
誓
陳
述

書
の
利
用
し
得
な
い
場
合
。

(
9
)
悪
意
に
て
作
つ
て
宣
誓
陳
述
書
。
宣
誓
陳
述
書
が
悪
意
叉
は
訴
訟
遅
延
の
目
的
の
み
を
以
つ
て
提
出
せ
ら
れ
江
も
の
で
あ

る
こ
ご
を
裁
判
所
が
確
信
し
忙
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
直
ち
に
之
を
用
.ひ
九
當
事
者
に
対
し

そ
の
爲
め
相
手
方

に
生
じ
江
費
用
の
支

佛
を
命
す
る
こ
と
を
要
し
、
更
に
之
を
提
出
し
忙
當
事
者
叉
は
辯
護
士

を
裁
判
所
侮
辱
な
り
己
審
判
す
る
こ
と
が
出
來
る
。



第
五
十
七
條

宣

言

的
判
決

(
D
e
c
l
a
r
a
t
o
r
y
 
J
u
d
g
m
e
n
t

)

J
u
d
i
c
i
a
l
 
C
o
d
e

の
第
二
百
七
十
四
條
d

に
基
く
宣
言
的
判
決
を
得
る
爲
め
の
手
續

は
、

本
規
則
に
從
ふ
べ
く
、

且
陪
審
公
判
を

受
け
る
槽
利
は
第
三
十
八
條
及
び
第
三
十
九
條
の
規
定
に
從
ひ
要
求
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
他
の
適
當
な
救
濟
方
法
の
存
在
す
る
こ

と
は
宣
言
的
剰
決
を
排
除
し
な
い
。
裁
判
所
は
宣
言
的
判
決
を
求
む
る
訴
訟
の
迅
速
な
る
審
問
を
特
に
命
令
す

る
こ
と
が
出
來
る
。

宣
言
的
判
決
と
は
即
・ち
確
認
判
決
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
て
あ
る
J
u
d
i
c
i
a
l
 
C
o
d
e
 
ｧ
 
2
7
4
 
d
 
(
U
.
 
S
.
 
C
.
,
 
T
i
t
l
e
 
2
8
,
 
ｧ
 
4
0
0
)

に
は
軍
に

「権

利
及
び
其
の
他
の
法
律
関
係
」
に
つ
き
宣
言
的
判
決
を
爲
し
得
る
と
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
諮
問
委
員
會
の
隷
舞
に
も

「権
利
義
務
又
は
か
、
る
法
律

関
係

の
基
礎
た
る
事
實
の
存
否
」
に
つ
い
て
宣
言
的
判
決
を
求
め
得
る
と
書
い
て
あ
る
。
我
が
國
の
通
説
は
事
實
に
つ
い
て
は
確
認
判
決
を
許
さ
な

い
と
す
る
の
で
あ
る
が
。
宣
言
的
判
決
に
つ
い
て
詳
し
く
は
B
o
f
'
c
h
a
r
d
,
 
D
e
c
l
a
r
a
t
o
r
y
.
 
J
u
d
g
m
e
n
t
s
 
(
1
9
3
4
)

参
照
。

五
十
八
條

判

決

の

登

録

(
E
n
t
r
y

)

判
決
を
爲
し
九
る
後
書
記
が
判
決
の
登
録
を
す
る
。

第
五
十
九
條

新

公

判

(
a
)
原
因
。
新
公
判
は
左
の
場
合
に
全
部
叉
は

一
部
の
當
事
者
に
対
し

全
部
叉
は

一
部
の
箏
窯
に
關
し
許

さ
れ
る
。
①
陪
審
公

判
の
行
は
れ
忙
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
合
衆
國
裁
判
所
の
普
通
訴
訟
に
つ
き
今
ま
で
新
公
判
の
許
さ
れ
て
ゐ
忙
事
由
あ
る
場
合
、
②
陪

審
な
し
に
て
裁
判
せ
ら
れ
た
訴
訟
に
つ
い
て
絃
、
合
棄

國
裁
判
所
の
衡
平
法
訴
訟
に
つ
き
今
ま
で
再
審
理
が
許

さ
れ
て
ゐ
た
事
由
の

あ
る
場
合
。
陪
審
な
し
の
訴
訟
に
つ
い
て
新
公
判
の
申
立
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
更
に
證
言

を
取
得
し
、
事
實
決
定
及
び
法
律
の

米
國
聯
邦
新
浅
事
訴
訟
法

一日四
三
.



法

・

政

研

-
究

第
十
巻

第

一
號

一
四
四

結
論
を
修
旺
し
、
叉
は
新
ら
た
な
事
實
決
定
及
び
法
律

の
結
論
を
爲
し
、
新
判
決
を
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。

(b
)
申
立
の
時
期
。

(
c
)
宣
誓
陳
述
書
送
達

の
時
期
。

(
d
)
裁
判
所
の
職
権
を
以
つ
て
。

第
六
十
條

判
決
叉
は
命
令
よ
り
の
救
濟

(
a
)
書
記
の
錯
誤
。
,
判
決
命
令
そ
の
他
調
書
に
書
記
に
よ
る
錯
誤
あ
る
ご
き
は
、
裁
判
所

は
職
権
を
以
つ
て
叉
は
申
立
に
よ
り

之
を
更
正
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

(b
)
錯
誤
、
手
落
ち
、
不
意
打

(
s
u
r
p
r
i
s
e

)、
許
さ
る
べ
き
不
注
意
。
申
立
に
よ
b
裁
判
所
は
正
當
な
る
條
件
の
下
に
、
當
事

者

の
錯
誤

・
手
落
ち

・
不
意
打

・
許
さ
る
べ
き
不
注
意
に
よ
る
不
利
益

な
る
判
決

・
命
令
叉
は
手
續

よ
り
當
事
者
叉
は
そ
の
法
律
上

の
代
理
人
を
救
濟
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
但
し
そ
の
中
立
は
そ
の
判
決

・
命
令

・
手
續
よ
り
六
筒
月
以
後
忙
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

本
項

に
基
く
申
立
は
判
決
の
終
局

判
決
光

る
こ
と
に
影
響
を
與

へ
す
叉
そ
の
効
力

を
停
止
し
な
い
。
本
條
は
①
判
決

・
命
令
叉
は
手

績
よ
り
當
事
者
を
救
濟
す
る
訴
を
受
理
す
る
裁
判
所
の
権
限
、
叉
は
②
現
實

に
被
告
自
身
に
通
知
せ
ら
れ
な
か
つ
九
判
決
を

一
年
以

内
に
取
消
す
裁
判
所
の
権
限
を
制
限
し
な
い
。

第
⊥
ハ
十

　
條

害

な

・さ

灘吠
翅膠

裁
判
所
叉
は
當
事
者

の
手
續
上
の
誤
謬
は
實
質
的
正
義
に
矛
盾
し
な
い
限
り
、
新
公
判

・
評
決
取
消

・
判
決
命
令
の
取
消
憂
更
の

理
由
と
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
か
ゝ
る

誤
謬
を
無
視

す
る
こ
ご
が
出
來
る
。

第
六
十
二
條

判
決
を
強
制
執
行
す
る
手
續

の
停
止



(
a
)
自
動
的
停
止
、
例
外
l
l

差
止
命
令
(
i
n
j
u
n
c
t
i
o
n
s

)、
管
理
(
r
e
c
e
i
v
e
r
s
h
i
p

)
、
及
び
特
許
計
算

(
p
a
t
e
n
t
 
a
c
c
o
u
n
t
i
n
g
s

)。

判
決
は
原
則
と
し
て
そ
の
登
録
後
十
日
経
過
す
る
に
非
ざ
れ
ば
之
を
執
行
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

(b
)
新
公
判
叉
は
判
決
の
申
立
に
よ
る
停
止
。

(
c
)
上
訴
繋
属
中

の
差
止
命
令
。

(
d
)
上
訴

に
よ
る
停
止
。

、(
e
)
合
衆
國
叉
は
そ
の
機
關
の
爲
め
の
停
止
。

(f
)
州
法
に
從
つ
九
停
止
。

(
9
)
上
訴
裁
判
所

の
権
限
は
制
限
せ
ら
れ

な
い
。

第
六
十
三
條

判

事

の

無

能

力

評
決
の
答
中
叉
は
事
實
決
定
及
び
法
律
の
結
論
が
提
出
せ
ら
れ
允
後
、
判
事
が
死
亡

・
病
氣
そ
の
他
の
無
能
力
原
因
に
よ
り
職
務

を
行

ふ
こ
と
が
出
來
な
く
な
つ
九
場
合
に
は
、
他
の
判
事
が
そ
の
職
務
を
行

ふ
こ
と
が
出
來

る
。
但
し
そ
の
判
事
公
判
を
主
宰
せ
す

と
の
理
由
叉
は
そ
の
他
の
理
由
に
て
、
職
務
を
行
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
ε
確
信
し
九
場
合
に
は
、
そ
の
裁
量
に
よ
も
新
公
判
を
命

じ

る
こ
と
が
出
來
る
。.

八

一
時
的

及
び
終

局
的
救

濟
方
法

及
び
特
別
手
續

(
P
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 
F
i
n
a
l
 
R
e
m
e
d
i
e
s
 
a
n
d
 
S
p
e
c
i
a
l
 
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s

)

保
全
執
行
及
び
本
執
行
の
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。

第
六
十
四
條

人
叉
は
財
産
の
差
押

(
S
e
i
s
u
r
e

)

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

'

一
掴
五



法

.

政

・

研

'

究

,
第
十
巻

笙

號

屠

木

判
決
の
遵

を
保
全
す
喬

め
に
人
叉
は
財
産
を
差
押

へ
る
救
濟
方
法
は
、
そ
の
地
方
裁
判
扉
所
在
の
州
絵

規
に
從
つ
て
・
訴

訟
繋
薦
中
之
を
行
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

第
六
十
五
條

差

止

命

令

(
I
n
j
u
n
c
t
i
o
n
s

)

(
a
)
豫
備
的
、
通
知
。
豫
備
的
差
止
命
令

(
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
 
i
n
j
u
n
c
t
i
o
n

)

は
相
手
方
に
対
す

る
通
知
な
く

し
て
は
爽
せ
ら
れ
な

い
。

(b
)

一
時
的
抑
制
命
令

(
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 
r
e
s
t
r
a
i
n
i
n
g
 
 
o
r
d
e
r
)

)。
通
知
、
審
問
、
櫃
績
期
間
。

一
時
的
抑
制
命
令
も
原
則
と
し
て

は
相
手
方
に
対
す

る
通
知
な
く
し
て
は
叢
せ
ら
れ
な
い
。
但
し
、
通
知
を
送
達

し
そ
れ
じ
つ
い
て
の
審
問
を
開
ス
前

に
、
直
接

の
償

ふ
こ
と
の
出
來
な
い
損
害
損
失
の
生
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
が
、
宣
誓
練
蓮
書
叉
は
宣
誓
し
九
る
訴
歌
に
よ
つ
で
示
さ
れ
江
特
定
の
事

實
よ
り
明
ら
か
に
現
は
れ
た
と
き
は
こ
の
限
で
な
い
。

一
時
的
抑
制
命
令
が
通
知
な
し
に
與

へ
ら
れ
九
場
合

に
は
、
そ
れ
に
關
す
る

豫
備
的
差
止
命
令
の
申
立
を
出
來
る
限
り
速
か
に
審
問
す
る
こ
と
を
要
し
、
叉
相
手
方
は
二
日
叉
は
裁
判
所

の
定
め
る
短
期
間
の
通

知
を
以
つ
て

一
時
的
抑
制
命
令
の
解
除
叉
は
修
正
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
コ

(
c
)
櫓
保
。
前
二
つ
の
命
令
は
澹
保
の
供
與
な
く
し
て
は
與

へ
ら
れ
な
い
。

(d
)
差
止
命
令
及
び
抑
制
命
令
の
形
式
及
び
範
囲

。

(
e
)
雇
主
及
び
被
用
者
、

権
利
者
確
定
要
求

(
i
n
t
e
r
p
l
e
a
d
e
r

)
、
憲
法

上
の
事
件
。

第
六
十
六
條

管

理

人

(
R
e
c
e
i
v
e
r
s

)



管
理
人
叉
は
裁
判
所
の
任
命
す
る
類
似
の
役
人
に
よ
る
遺
産
管
理

(
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
e
s
t
a
t
e
s

)
の
手
續

は
、
今
ま
で
の
合
衆

國
裁
射
所
の
手
續

に
從
つ
て
行
は
れ
る
。

第
六
十
七
條

裁
判
所

へ
の
供
託

(
D
e
p
o
s
i
t

)

一
定
金
額
の
支
払

又
は

一
定
金
額
叉
は
引
渡
し
得
る
他
の
物
の
虚
分
の
判
決
を
求
め
t
訴
に
於
て
は
、
相
手
方
は
そ
0
目
的
物
ρ

全
部
叉
は

一
部
を
裁
判
所

へ
供
託
し
得
る
。

第
六
十
八
條

判

決

の

提

供

公
判
の
始
ま
る
十
日
以
前
何
時
に
て
も
防
禦
當
事
者
は
相
手
方
に
対
し

一
定

の
判
決
の
爲

さ
る
べ
き
こ
と
を
提
供
す
る
こ
と
が
出

來

る
。
そ
の
提
供

の
送
達
後
十
日
以
内
に
相
手
方
そ
の
提
供
を
受
諾
し
忙
旨
書
面
を
以
つ
て
通
知
し
忙
と
き
は
、
い
つ
れ
σ
當
事
者

か
ら
も
そ
の
提
供
と
受
諾
通
知
と
を
裁
判
所

に
提
出
す
る
こ
と
が
出
來
、
し
か
る
と
き
は
書
記
が
之
に
基
い
て
判
決
を
登
録
す
る
。

右
提
供
が
右
規
定
の
通
り
に
受
諾
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
撤
回
せ
ら
れ
九
も
の
と
看
徹
さ
れ
、
か
ゝ
る

提
供
を
爲
し
九
る
事
實
は
誰

様
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
且
相
手
方
が
右
提
供
よ
り
有
利
な
判
決
を
得
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
提
供
以
後
の
訴
訟
費
用
を
回
復
す
る

こ
と
を
得
す
却
つ
て
之
を
支
払

ふ
こ
と
を
要
す
る
。

第
六
十
九
條

執

行

(
E
x
e
c
u
t
i
o
n

)

(
a
)
』
般
。
金
鏡
支
払

の
判
決
を
執
行
す
る
爲
め
の
令
状
は
裁
判
所
別
段
の
指
示
を

爲

さ

ざ

る

限
サ
執
行
令
状

(
w
r
i
t
 
o
f

e
x
e
c
u
t
i
o
n

)
で
あ
る
。
執
行
の
手
續

は
そ
の
地
方
裁
判
所
所
在
の
州
の
手
續

に
從

ふ
。
判
決
叉
は
執
行
を
助
け
る
爲
め
に
、
判
決
債

米
國
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究

第
十
巻

第

一
號

一
餌
八

権
者
叉
は
そ
0
承
糧
人
は
判
決
債
務
者
そ
の
他
の
者
を
、
本
規
則
の
宣
誓
供
述
書
取
得
の
爲
め
の
方
法
又
は
そ
の
地
方
裁
判
所
所
在

の
州
の
手
續

に
從
ひ
、
訊
問
す
る
こ
と
が
出
来

る
。

(b
)

一
定
の
公
の
役
人
に
対
し
。

第

七
十
條

特
定
行
爲
の
忙
め
の
判
決
、
権
利
蹄
属

(
V
e
s
t
i
n
g
 
T
i
t
l
e

)

判
決
が
當
事
者
に
土
地
の
所
有
権
移
転

叉
は
捺
印
證
書

そ
の
他

の
文
書
の
引
渡
叉
は
そ
の
他
特
定
の
行
爲

の
履
行
を
命
じ
、
そ
の

當
事
者
指
定
期
間
内
に
從
は
ざ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
裁
判
所
が
そ
の
不
服
從
の
當
事
者
の
費
用
に
於
て
選
任
す
る
、
第
三
者
代

つ
て
そ
の
行
爲
を
爲
す
べ
き
こ
と
を
指
圖
す
る
こ
と
が
出
來
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
そ
の
第
三
者
の
爲
し
忙
行
爲
が
そ
の
當
事
者
が

之
を
爲
し
た
る
と
同

.】
の
数
力
を
有
す
る
。
履
行
を
受
け
る
権
利
あ
る
當
事
者

の
申
立
に
よ
り
、
書
記
は
不
服
從
の
當
事
者
に
判
決

に
劃
す
る
服
從
を
強
制
す
る
爲
め
に
、
そ
の
者
の
財
産
に
対
し
差
押
令
状

(
w
i
t
 
o
f
 
a
t
t
a
c
h
m
e
n
t
 
o
r
 
s
e
q
u
e
s
t
r
a
t
i
o
n

)

を
襲
行
す
・

る
こ
と
が
出
來
る
。
物
的
叉
は
人
的
財
産
が
そ
の
地
方
内
に
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
そ
の
所
有
権
移
蒋
を
指
圖
す
る
代
り
に
そ
の

権
利

を
そ
の
者
に
蹄
属
せ
し
む
る
判
決
を
爲
す
こ
と
が
出
來
、
こ
の
判
決
は
法
律
の
正
當
な
形
式
に
よ
り
所
有
権
移
弊
が
行
は
れ
江

'

と
同

一
の
敏
力
を
有
す
る
。
命
令
叉
は
判
決
が
占
有
の
引
渡
な
る
と
き
は
、
執
行
當
事
者
は
書
記
に
申
請
し
て
執
行
命
令

(
w
r
i
t
 
o
f

e
x
e
c
u
t
i
o
n
 
o
r
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e

)
を
取
得
す
る
権
利
が
あ
る
。

諮
問
委
員
會
の
註
繹

に
よ
れ
ば
w
r
i
t
 
o
f
 
a
t
t
a
c
h
m
e
n
t

と
w
r
i
t
 
o
f
 
s
e
q
u
e
s
t
r
a
t
i
o
n

と
、
又
w
r
i
t
 
o
f
 
e
x
e
c
u
t
i
o
n
.
J
w
r
i
t
 
o
f
 
a
s
s
i
s

t
a
n
c
e

と
は
同
義
で
あ
る
。
混
観
を
避
け
る
爲
め
に
新
奮
爾
用
語
を
使
用
し
た
の
み
で
あ
る
。



第
七
十

↓
條

當
事
者
以
外
の
者

の
爲
め
に
及
び
対
し

て
の
手
續

そ
の
者
が
當
事
者
た
る
と
同

一
の
手
續

に
よ
つ
て
強
制
執
行
し
叉
は
さ
れ
得
る
。

九

上

訴

(
A
p
p
e
a
l
s

)

第

七
十
二
條

地
方
裁
判
所

よ
り
最
高
裁
判
所

へ
の
上
訴

手
續

は
最
高
裁
判
所
の
規
則
で
定
ま
る
。

地
方
裁
判
所
よ
リ
直
ち
に
最
高
裁
判
所
へ
爲
す
上
訴
を
直
接
上
訴
と
云
ひ
、
違
憲
の
問
題
等
を
含
ん
で
ゐ
る
特
別
な
場
合
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
通

常
は
次
條
に
規
定
せ
ら
れ
て
あ
る
や
う
に
先
づ
控
訴
巡
回
裁
判
所
へ
上
訴
し
ρ
そ
こ
で
違
憲
問
題
が
論
議
せ
ら
れ
た
等
特
別
な
場
合
に
は
更
に
最
高

裁
判

所
へ
上
訴
出
來
る
。
術
最
高
裁
判
所
へ
は
州
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
も
違
憲
問
題
を
.含
ん
で
ゐ
る
場
合
に
は
上
訴
が
出
來
る
。
街
こ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
規
定
は
U
.
 
S
'
 
C
.
,
 
T
i
t
l
e
 
2
8
,
 
ｧ
ｧ
 
3
4
4
-
3
4
9
a
,
 
3
8
0
,
 
3
8
0
a

あ
リ
。

第
七
十
三
條

控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
上
訴

.(
a
)
方
法
。
地
方
裁
判
所
よ
り
控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
上
訴
が
法
に
よ
つ
て
許
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
所
定
の
期
間
内
に
地

方
裁
判
所

へ
上
訴
の
通
知
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
上
訴
す
る
。

上
訴
期
間
は
通
常
は
原
判
決
命
令
の
登
録
後
三
ケ
月
で
あ
る
。

(
U
.
 
S
.
 
C
.
,
 
T
i
t
l
e
 
2
8
,
 
ｧ
 
2
3
0

)。
但
L
例
外
が
あ
る
。
例
へ
ば
差
止
命
令
に
封

す
る
上
訴
期
間
は
三
十
日
で
あ
る
。
例
外
に
つ
い
て
は
U
.
 
S
.
 
C
.
,
 
T
i
t
l
e
2
8
,
 
ｧ
ｧ
 
2
2
7
,
 
2
2
7
a

参
照
。

(b
)
上
訴
の
通
知
。
上
訴
の
通
知
を
提
出
し
た
こ
と
を
書
記
が
郵
便

に
よ
り
判
決
の
全
當
事
者
に
告
知
す

る
。
」し
か
し
之
を
訣
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法

政

研

。
究

第
十
巻

第
一
號

一
五
Q
、

く
も
上
訴
の
敏
力
に
は
影
響
を
與

へ
な
い
。

(
c
)
、上
訴
担
保

債
券

(
b
o
n
d
 
o
n
 
 
a
p
p
e
a
l

)。

上
訴
の
訴
訟
費
用
に
対
し
担
保

債
券
が
法

に
よ
つ
て
要
求

せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
合

に
は
、
そ
の
担
保
債
雰
を
上
訴
の
通
知
と
共
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
、
右
担
保

債
雰
は
裁
判
所
別
段

の
定

め
を
爲
さ
な
い
限
り

二
百
五
十
弗
の
額
九
る
こ
と
を
要
す
る
。
次
項
に
規
定
す
る
執
行
停
止
担
保

債
券
を
提
出
し
江
と
き
は
上
訴
澹
保
債
券
は
必
要
で
な

い
。。
上
訴
澹
保
債
券
に
は
充
分
な
保
証

人
を
附
し
、
上
訴
却
下
又
は
原
判
決
確
認
の
場
合
に
訴
訟
費
用
の
支
払

(
叉
原
判
決
修
正
の

場
合
に
は
上
訴
裁
判
所
の
決
定
す
る
訴
訟
費
用
の
支
払
)
を
澹
保
す
る
こ
と
を
條
件
と
し
て
ゐ
る
。

(d
)
執
行
停
止
澹
保
債
雰

(
s
u
p
e
r
s
e
d
e
a
s
 
b
o
n
d

)
。
上
訴
人
が
上
訴
に
よ
b
判
決
の
執
行
の
停
止
を
欲
す

る
と
き
は
、
執
行
停

止
担
保

債
券
を
提
出
し
て
裁
判

所
の
認
可
を
求
む
る
こ
と
が
出
來
る
。
畠本
債
券

に
は
裁
判
所
の
要
求
す
る
保
証

人
を
附
す
る
こ
と
を

要
し
、
上
訴
却
下
叉
は
原
判
決
確
認
の
場
合
に
訴
訟
費
用

・
利
息

。
遅
滞
の
爲
め
の
損
害
賠
償
を
含
ん
だ
判
決

の
満
足

(
叉
原
判
決

修
正
の
場
合

に
は
上
訴
裁
判
所
の
決
定
す
ぢ
そ
れ
ら
の
満
足
)
を
條
件
と
し
て
ゐ
る
。
本
債
劣
の
額

は
こ
れ
ら

の
金
額
を
支
払

ふ
に

充
分
な
る
額
に
定
め
ら
れ
る
。

(
e
)
澹
保
債
券
の
不
提
出
叉
は
不
充
分
。

(
f
)
保
証

人
に
対
す

る
判
決
。
保
証

人
は
不
撤
回
的
に
裁
判
所
の
書
記
を
澹
保
債
雰
に
つ
い
て
代
理
人
に
選
任
し
忙
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
担
保
債
券
に
基
く
責
任
に
關
す
る
書
類
の
送
達

は
書
記
に
之
を
爲
す
を
以
つ
て
足
る
。
保
証

人
の
責
任
は
独
立

の
訴
を

提
起
す
る
こ
と
な
し
に
、
申
立
に
よ
り
執
行
し
得
る
。



(
g
)
事
件
簿
記
入

(
d
o
c
k
e
t
i
n
g

)
と
上
訴
記
録

(
r
e
c
o
r
d
 
o
n
 
 
a
p
p
e
a
l

)
。

上
訴
の
通
知
後
四
十
日
以
内

に
第

七
十
五
條
第
七

十
六
條
規
定
の
上
訴
記
録
を
上
訴
裁
判
所

へ
提
起
し
、
且
上
訴
裁
判
所
の
事
件
簿
に
記
入
す

る
こ
ご
を
要
す
る
。
地
方
裁
判
所
ば
右

期
間
を
伸
長
す
る
こ
.ヒ
が
出
來

る
。

第
七
十
四
條

最
高
裁
判
所
叉
は
控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
共
同
叉
は
個
別
の
上
訴
、
s
u
m
m
o
n
s
 
a
n
d

s
e
v
e
r
a
n
c
e

の
磯
止

第
七
十
五
條

控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
上
訴
記
録

(
r
e
c
o
r
d
 
o
n
 
a
p
p
e
a
l
)

原
審
の
記
録
を
上
級
審
へ
持
ち
出
す
こ
と
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

(
a
)
上
訴
記
録
の
内
容
の
指
定
。
控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
上
訴
の
後
速

か
に
上
訴
人
は
、
上
訴
記
録
に
含

ま
る
べ
き
記
録
。
手

績
調
書
及
び
誰
櫨
の
部
分
の
指
定
を
被
上
訴
人
に
送
達
し
且
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
後
十
日
以
内
に
相
手
方
は

右
に
樹
し
追
加
指
定
を
爲
す
こ
と
が
出
來
る
。

(b
)
謄
本
。

(
c
)
證
言

の
形
式
。

(
d
)
論
點

の
陳
述
。
上
訴
人
が
全
記
録

・
手
續
調
書

噂
證
據
の
指
定
を
爲
し
た
場
合
以
外
に
於
て
は
、
上
訴
に
於
て
上
訴
人
が

頼
ら
ん
と
す
る
論
點

の
簡
明
な
陳
述
を
、
右
指
定
と
共
に
送
達
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

(
.
)
省
略
せ
ら
る
べ
き
記
録
。

(
f
)
記
録
に
關
す
る
約
定
一

(
9
)
書
記
に
よ
つ
て
準
備
せ
ら
る

べ
き
記
録
1
i
必
要

部
分
。

(h
)
記
録
を
更
正
す

る
裁
判
所
の
権
限

。

(
i
)
原
本
叉
は
引
用
文
書
に
關
す
る
命
令
。

(j
)
上
訴
裁
判
所
に
於

米
國
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邦
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第
十
巻

第
一
號

一
五
二

け
る
豫
備
的
審
問
の
爲
め
の
記
録
。

(
k
)
数
個
の
上
訴
。

(
1
)
印
刷
。

第

七
十
六
條

控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
上
訴
記
録
、
合
意
陳
述

控
訴
巡
回
裁
判
所

へ
の
上
訴
に
よ
つ
て
提
出
せ
ら
れ
た
問
題
が
、
下
級
審
の
訴
答

・
誰
櫨

・
手
續
調
書
の
全
部
の
調
査
を
要
せ
す

に
決
定
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
雨
當
事
者

は
、
そ
の
問
題
が
地
方
裁
判
所
に
於
て
如
何

に
し
て
生
じ
且
決
定
せ
ら
れ
江
か
を
示
し
、

且
上
訴
裁
判
所
に
よ
る
そ
の
間
題
の
決
定
に
本
質
的
で
あ
る
所
の
主
張
さ
れ
證
明

さ
れ
若

は
證
明
せ
ん
と
さ
れ
江
事
實

の
み
を
列
學

し
九
事
件
の
陳
述
を
準
備
し
之
に
署
名
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
爾
こ
の
陳
述

に
は
原
判
決
の
謄
本
、
提
出

の
日
附
を
附
し
江
上
訴
の

通
知
の
謄
本
、
及
び
上
訴
人
が
頼
ら
ん
と
す
る
論
勲
の
簡
明
な
る
陳
述

を
含
む
こ
と
を
要
す
る
。
そ
の
陳
述
が
眞
實
に
合
致
し
て
ゐ

る
場
合
に
は
、
地
方
裁
判
所
は

(
更
に
必
,要
な
り
と
考

へ
る
事
項
が
あ
れ
ば
之
を
追
加
し
て
)
之
を
承
認
し
上
訴
裁
判
所

へ
上
訴
記

と
録
し
て
證
明

す
る
こ
と
を
要
す
る
。

圏
O

地
方
裁
判

所

及
び
書

記

(
D
i
s
t
r
i
c
t
 
C
o
u
r
t
s
 
a
n
d
 
 
C
l
e
r
k
s

)

第
七
十
七
條

地
方
裁
判
所
及
び
書
記

(
a
)
地
方
裁
判
所
は
常
に
開
か
れ
て
ゐ
る
。

(b
)
公
判

(
t
r
i
a
l

)
及
び
審
問

(
h
e
a
r
i
n
g

)、
判
事
室
に
於
け
る

(
i
n
 
c
h
a
m
b
e
r

)

命
令
。

本
案
に
対
す

る
総
て
の
公
判
は
公

開

の
裁
判
所
に
於
て
、
且
不
便
宜
で
な
い
限
b
は
正
規
の
裁
判
所
法
廷
に
於
て
行
は
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
そ

の
他
の
行
爲
叉
鳳
手



績
は
何
虚
に
於
て
も
且
判
事
室
に
於
け
る
判
事
に
よ
つ
て
行
は
れ
得

る
。

(
c
)
書
記
の
事
務
所
及
び
書
記
の
命
令
。

(d
)
命
令
叉
は
判
決
の
通
知
。

第

七
十
八
條

申

立

審

理

日

(
M
o
t
i
o
n
 
D
a
y

)

地
方
的
歌
況
上
非
實
際
的
で
な
い
限
り
は
、
各
地
方
裁
判
所
は
通
知
及
び
審
問
を
必
要
と
す
る
中
立
を
審
問

し
虚
理
す
る
規
則
的

な
時
と
虚
と
を
ー

事
務
の
迅
速
な
虚
理
の
爲
め
に
充
分
に
屡

宇
-

確
定
し
て
お
く
こ
と
を
要
す
る
。
但
し

必
要
に
應
じ

て
何
時

何
嘘
に
於
て
も
判
事
は
訴
訟
の
促
進

・
行
爲

・
訴
の
審
問
の
江
め
の
命
令
を
爲
し
得
る
。
事
務
を
促
進
す
る
爲

め
裁
判
所
は
規
則
叉

は
命
令
を
以
つ
て
、

口
頭
審
問

に
よ
ら
ず
理
由
を
陳
べ
た
書
面
に
基
き
中
立
を
虚
理
す
る
規
定
を
作

る
こ
と
が
出
來

る
。

第

七
十
九
條

書
記
保
存
の
帳
簿
及
び
そ
こ

へ
の
記
入

(
a
)
民
事
事
件
簿
。

(b
)
民
事
命
令
簿
。

(
c
)
索
引
、
日
程
簿
。

第

八

十
條

速
記
者
、
證
據

と
し
て
の
速
記
報
告
叉
は
謄
本

(
a
)
速
記
者
。

(b
)
速
記
官
。

(
c
)
證
據

と
し
て
の
速
記
報
告
叉
は
謄
本
。
公
判
叉
は
審
問
に
於
い
て
速
記
的
に
報
告
せ
ら
れ
た
澄
人
の
證
言
が
、
後
の
公
判

に
於
い
て
證
據

と
し
て
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
證
言

は
そ
の
證
言
を
報
告
し
九
者
の
證
明
し
江
右
報
告
の
謄
本
に
よ
つ
て
證
明

さ

れ
得
る
。米

國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

一
五
三
「



一

般

規

定

第
八
十

一
條

適

用

一

般

(
a
)
如
何
な
る
手
續

に
適
用
さ
れ
る
か
。

本
規
則
は
海
事
事
件

・
破
産
事
件

・
著
作
権
事
件
等
を
除

い

て

一
般
的
に

れ
る
。

(b
)

及
び

こ
れ
ら
の
令
状

は
康
止
せ
ら
れ
る
。

(
c
)
移
迭
せ
ち
れ
忙
訴
訟
。
本
規
則
は
州
裁
判
所
か
ら
聯
邦
地
方
裁
判
所

へ
移
逡
せ
ら
れ
忙
事
件
に
も
適

用
せ
ら
れ
る
。

(d
)

裁
判
所
及
び
判
事
。

本
規
則
の
地
方
裁
判
所
叉
は
地
方
判
事
に
は

叉
は
そ
の
判
事

を

含

む
。

控
訴
巡
回
裁
判
所
叉
は
そ

の
判
事

に
は

叉
は
そ
の
判
事
を
含
む
。

(
e
)
適
用
し
得
る
法
。
本
規
則
が
地
方
裁
判
所
所
在
の
州
の
法
と
い
ふ
と
き
に
は
、

に
適
用
せ
ら
れ

る
法
が

の
手
續

を
支
配
す
る
。

州

の
法
と
い
ふ
場
合
に

は
そ
の
州
の
成
文
法
及
び
之
を
解
釈
す
る
州
の
司
法
判
決
を
含
む
。

第
八
十
二
條
r
裁
判
…権

及
び
管
轄
権

に
鳳
無
影
響

第
八
十
三
條

地
方
裁
判
所
に
よ
る
規
則

 (G
eneral Provisions)

scire facias
m

andam
us°

D
istrict of C

olum
bia,

U
nited States for the D

istrict of C
olum

bia

D
istrict C

ourt of the

U
uited

States C
ourt of A

ppeals for D
istrict of C

olum
bia

D
istrict of C

olum
bia

D
istrict C

ourt of the U
nited States for D

istrict of C
olum

bia

(jurisdiction)
(venue)



各
地
方
裁
判
所
は
判
事
の
多
数
決
に
よ
b
適
時
本
規
則
に
犠
鱗
し
な
い
範
囲

に
於
て
手
續

を
支
配
す
る
規
則
を
作
り
叉
は
修
正
す

る
こ
と
が
出
來
る
。
か
曳
る
規
則
及
び
修
正
の
謄
本
は
之
を
合
衆
國
最
高
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
要
す

る
。

第
八
十
四
條

書

'

式

本
規
則
附
録
に
含
ま
れ
忙
諸
書
式
は
本
規
則
の
考
慮
し
て
み
る
陳
述
の
軍
純
笈
び
簡
潔
を
指
示
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

第
八
十
五
條

名

稻

本
規
則
は
t
h
e
 
F
e
d
e
r
a
l
 
R
u
l
e
s
 
 
o
f
 
C
i
v
i
l
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e

と
し
て
知
ら
れ
引
用
せ
ら
れ
得
る
。

第
八
十
六
條

有

敷

期

日

本
規
則
は
第

七
十
五
國
魯
の
第
二
通
常
倉
期
の
閉
會
後
三
箇
月
に
し
て
数
力
を
有
す
る
。
本
規
則
は
そ
の
後

に
提
起
せ
ら
れ
た
総

て
の
訴
訟

の
手
續
及
び
そ
の
時
繋
属
中

の
訴
訟
の
其
の
後
に
於
け
る
総
て
の
手
續
を
支
配
す
る
。
但
し
特
定
の
訴
訟
に
於
て
裁
判
所

そ
の
適
用
が
實
際
的
で
な
く
叉
は
不
正
義
を
來
す
と
考

へ
た
場
合
に
は
、
猫
舊
法

を
適
用
す
る
。

本
條
の
適
用
に
よ
つ
て
本
規
則
は
一
九
三
八
年
九
月
一
六
日
に
歎
力
を
有
し
た
。

米
國
聯
邦
新
民
事
訴
訟
法

】
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